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 昨年度は、これまで取り組んできた働きやすい職場環境作りの一環としてデジタル化によ

る業務改善新が対外的に評価いただいた年であった。 

令和５年度介護職員の働きやすい職場環境づくりにおいて、厚生労働大臣表彰 奨励賞 を

受賞し、鹿児島 Digi-1 グランプリ 2023 では企業部門で準グランプリを受賞した。これも利

用者の幸せに向けた取り組みとして職員が理解し取り組んだ結果といえる。今年度は、更に

災害や感染症にも強い組織基盤を築くために、デジタル化の取り組みを推進していく。 

 また、新事業としては笠之原エリアに児童の放課後等デイサービス事業所あかりキッズを

開設し、これまでの療育のつながりを大切に、事業の発展につなげていく。 

３．介護理念 Nursing idea 

あなたの立場に立ち In your viewpoint, rising あなたを感じ You, feeling 

あなたを理解できるようなサービスを目指します 

I aim at the service which can understand you. 

４．BCP対策及び「DX（Digital Transformation｜デジタルトランスフォーメーショ 

ン）の進化

業務効率化と生産性向上において、ICTや介護ロボット、デジタル化を進めてきた。週

休 3日制のトライアルやテレワークの導入など、人口減時代に対応できるよう対策を講じ

てきている。 

また、コロナ感染についても年間を通じて各事業所で散見されているが、BCPに沿った対

応ができており大きな感染拡大は防止できている。自然災害においては、能登半島地震の教

訓も踏まえ、いつ何時災害が起きるか分からない中で、準備を怠ることなく対策を講じてい

く。 

これらの取り組みの一環として、以下の３点を当面の目標として取り組みを進める。 

① 可能な事業所や職種から、週休 3日制の導入を図る。

② SmartＨＲによる、職員の情報管理の一元化により人事労務に関する業務の効率

化、可視化及び属人化防止を図る。

③ 上半期と下半期において、デジタル化の取り組みにおけるケアや職員への影響を

各事業所及び部門について報告会を実施し、法人全体の推進を加速させる。

５．物価及びエネルギー資源高騰によるコスト管理の徹底 

光熱水費及びエネルギー資源の高騰が止まらない中で、コスト管理を徹底しある程度の効

果を得てきた。最大の懸案事項であった利用者の食事についても、トータルフードとの契約

による給食形式での対応が功を奏し、現状では光熱水費の抑制にもつながっている。現状で

は、法人内の 9割の事業所が利用しており、利用者満足度も高い。 

今後において危惧されることは、ガソリン代の高騰や、資材高騰における修繕費などの
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高騰が見込まれるため、日ごろから状況把握に努め計画的な修繕等を実施していく。 

６．人材育成 Upbringing of human resources 

外部研修も増えてきたが、オンライン研修も定着してきており、今後も併用しながら職

員研修の受講を進めていく。オンライン研修の増加により、多くの職員が研修に参加する

ことが可能となってきた。また、受講環境もある程度整備されてきたので今後も推進を図

る。 

人材確保においては、７名のミャンマー人の外国人技能実習生を採用し業務についてい

る。利用者とのコミュニケーションも良好で、法人職員の一員として重要な役割を担って

いる。 

新卒者の採用では、教育部門の活動成果もあり高校生 2名と短大卒の 1名が採用となる。

法人の発展には、若年層の定着は必須のため、引き続きあらゆるチャンネルを駆使しなが

ら求人活動を実施する。新卒採用の全員が、ホームページや SNS をみており、これからの

採用に関しての情報発信に SNS は欠かせないと考える。各事業所が情報リテラシーを学び

ながら、日ごろの取り組みを発信することは人材確保において重要となっている。 

７．地域貢献活動 Area contribution activity 

 ドライブサロンは計画通りに実施できており、本年度も継続していく。オレンジのま

ど、オレンジカフェなどは、市役所ロビーで月１回実施しておりそれに参加していく。 

８．コーポレートガバナンス体制 Corporate governance system 

令和 6 年度介護報酬改定では、施設系の報酬は上がり、訪問系が下がるという状況に

あった。全国の特別養護老人ホームの約 6 割が赤字という数字もある中で、これからの

介護事業運営は全く予測がつかない中での判断が求められていく。しかし、恵仁会では

困ったときにはエリアや事業所の枠を超えてそれぞれが協力し合うという組織風土が根

付いている。これは、何にも代えがたい法人の誇りである。 

物価高騰、人材不足といった様々な難問が立ちはだかっているが、どのような状況下

でも恵仁会の職員である気持ちを持ち、冷静に精度の高い意思決定を目指したい。そし

て、どのような状況下でも利用者を第一に考え、利用者と職員の幸せのために組織が存

在することを忘れないようにしたい。 

経営及び法人運営の透明性や規律性を保つために、コーポレートガバナンス(企業統

治)の確立を進める。利用者・家族・職員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、「透明・

公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を更に明確化する。社会福祉法第

59条の 2第 1項で規定されたもの（現況報告書，計算書類，定款，役員等名簿及び役員

等に対する報酬等の支給基準）について公表する。 
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介護保険法やその他関係法令の遵守は勿論のこと、業務効率化や情報管理の一元化を

推進し、各事業所が事業計画に基づいた運営が可能となるよう支援する。また、BCP（事

業継続計画）により、感染症や災害時等においても事業継続や地域の拠点施設としての

機能が果たせるよう普段より体制確保に努める。 

社会福祉法人の公益性を鑑み、安定的な経営基盤の構築と地域に誇れる組織を目指し、

地域共生社会の実現に向けての一翼を担う。
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【社会福祉法人恵仁会職員 10の心得】 

1. 施設内（事業所）で会う人には必ず挨拶をする。

2. 飲酒運転は絶対にしない。

3. 利用者を「ちゃん」や愛称で呼ばない。

4. 職員同士でもタメ語や馴れ馴れしい態度はとらない。

5. 自分の体を痛めるような介護方法はしない。

6. 利用者が不安や痛みを感じる介護はしない。

7. 職員同士の噂話や陰口を言わない。

8. 自分の担当の利用者の居室点検を月に 2回は行う。

9. 悩みや分からないことは自分だけで抱えず、リーダーや統括、教育担当、管理者に相談する。

10.自分を大切にする。

⚫ 社会福祉法人恵仁会 3か年経営戦略（計画実施期間：令和 6～8年度）

「利用者支援の基本目標（サービスの質の向上）」、「人材獲得・人材育成とチームワークの強化」、「働

きやすい職場環境作り」、「施設・設備の改善」、「入居率・稼働率の向上（組織持続可能性の確保）」 
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令和 6 年度 本部事務 事業計画 

1. 基本方針

 社会福祉法等諸法令及び定款に基づき、法人経営の目標達成、経営管理の改善・向上の

為に建設的な助言又は必要に応じて勧告等の意見を述べるなどの措置を講じることにより、

法人の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な起業統治体制の確立に寄

与する。  

2. 基本的事項

①公益性・非営利性の徹底 ②国民に対する説明責任 ③地域社会への貢献

3. 経営組織のガバナンスの強化

 以下について適正に開催し、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な

企業統治体制を確立する。  

1）理事会 ：全ての業務執行の決定や理事の職務執行の監督を行う。 

2）評議員会 ：法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督を行う。 

3）評議員選任解任委員会：中立的な立場で評議員の選任、解任

4）監事 ：法人の業務監督及び会計監査を行う。 

  【理事会】（予定） 

令和 6年度における理事会を以下の通り開催する他、必要に応じて随時開催する。 

開催月 主な審議事項 

第 1 回 令和 6年 5 月下旬 
令和 5年度事業報告及び計算書類等の承認 

定時評議員会の招集 

第 2 回 令和6年11月又は12月 令和 6年度第一次補正予算 

第 3 回 令和 7年 3 月 

令和 6年度第二次補正予算 

令和 7年度当初予算 

令和 7年度事業計画 

臨時評議員会招集 

必要時 
運営状況により開催、必要時は臨時評議員会

招集 

【評議員会】 

令和 6年度における定時評議員会を以下の通り開催する他、必要に応じて臨時評議員会 

を開催する。 

開催月 主な審議事項 

定時 令和 6年 6 月中旬 令和 5年度計算書類及び財産目録の承認 

第 1 回臨時 令和 6年 12 月 令和 6年度第一次補正予算 

第 2 回臨時 令和 7年 3 月下旬 

令和 6年度当初予算 

令和 7年度当初予算 

令和 7年度事業計画 
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【監事監査】 

令和 6年度における監事監査を以下のとおり実施し、監査報告書を作成して理事会に報 

告し、承認を得る。計算書類や報告書等について定時評議員会の 2 週間前の日から備え 

置き、定時評議員会において報告を行う。 

開催月 主な監査内容 

令和 6年 5 月中旬 

理事の職務の執行状況 

令和 5年度事業報告 

令和 5年度会計帳簿及び計算関係書類 

4. 事業運営の透明性の向上

以下の項目について公表する為、閲覧対象は国民一般とし、ホームページへ掲載及び事 

務局へ備置く。 

 （定款、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、役員報酬基準、現況報告書、事業計画・報告） 

7



令和 6 年度 統合リスク管理室 事業計画 

1．中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

 内部統制システム、コンプライアンス体制、リスク管理体制の維持・運営に向けて以下の 

目標をかかげて活動を行う。 

① 利用者支援の基本目標

・法人事務の適正実施及び以下の項目を実施して各職種が効率的に業務を行えるよう

に支援することで、サービスの質の向上に寄与していく。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・求職者はホームページの情報を活用することが多い為、求職者が求める情報の提示

や最新情報のアップをしっかりと行えるように、パブリックインフォメーションプ

ロジェクトへの支援を実施。また、必要に応じて、ホームページへの機能追加など

のブラッシュアップを行う。 

・多様な対応が可能になるように雇用契約を電子化していく。（契約書等の取り交わし 

の電子化や面接のオンライン対応など）システムを検討、導入する。 

・各種機器やシステム導入が進んだことや、世界情勢の影響でサイバー攻撃のリスク

が増加している為、セキュリティ関連対応及びセルフ修理（ハード、ソフト）が行

えるように技能習得していく。

・部署職員それぞれに、自身の業務の核となる業務を担ってもらう。その上で、担当

不在時でも対応できるようにナレッジ共有していく。

・上記各項目に必要な専門研修への参加やオンデマンド配信などを積極的に視聴し、

質を高めていく。

③ 働きやすい職場環境作り

・現在導入している各種システムの維持管理及び活用を深めていくことを継続してい

き、ネットワークについては次世代通信を見据えた対応を検討、また、サイバーセ

キュリティ対策の強化としてセキュリティソフトの見直しを図るなどし、職員が安

心してシステムを使用できるようにしていく。 

・既存システムの評価及びその結果に基づく入替検討を実施。

・「社会福祉法人恵仁会職員 10 の心得」の遵守及び「ハラスメント防止基本指針」、 

その他関係法令、法人内規程に基づいて労務管理を行い、健全で働きやすい職場環 

境を維持する。 

・各種ハラスメントや LGBTQ+等に関する最新情報を収集し知識を深め、スマート

ジョブプロジェクトと協同し、多様性と包括性のある法人にしていく為に、規程整

備を行う。

④ 施設・設備の改善

・各事業所の計画に沿って、入札対応や業者との折衝を行っていき、修繕等が円滑に

行われるように支援していく。

・動作不良や耐用年数経過PC を計画的に入替ていく。（別紙参照）
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⑤ 入居率、稼働率の向上

・令和 6 年度介護報酬改定へのシステム対応状況の確認や周知、加算取得の為の

申請準備、各事業所契約関係書類一式の確認を行い、円滑に事業所がサービス提供

できるように支援していく。

・各種契約において可能な限りコストが下がる（品質、サービスの質は極力落とさな

い）業者との契約を進めていく為に、これまで取引のない業者との商談も積極的に

行っていく。また、各種導入数の見直しも実施。

⑥ 内部監査

「内部管理体制の基本方針」に基づき、実効性のあるリスク管理体制を実現するた

め、事業所・部門における組織の機能及び制度の運用状況、規程類の整備状況、利

用者処遇状況、情報セキュリティ対策状況等を確認し、業務活動が効率的、かつ適

法・適正に行われているか運用体制の確認・検証を実施。 

・業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として、事業所内部監査員

4 名体制とし、これまでの監査状況から対象事業所を選定し、効率的・実行的な内

部監査を実施する。

内部監査担当理事・・・原田俊樹

内部監査員   ・・・小出水大樹、寒水信博、尾迫信隆、中村朋仁、他必要者

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化

・外部機関や業者等との契約が膨大な量となっている中、近年では、訴訟案件や、反

社会的勢力が形を変えて事業に関わる危険性もある為、顧問弁護士や顧問労務士等の

協力も仰ぎながら法人内外のリーガルチェック機能を十分に整え、適正な運営を目指

す。

・感染対策を行いつつ従来通りに業務が行えるよう、テレワークの環境整備を継続し、

より円滑に業務が行えるようにしていく。

・定期、臨時で開催される感染対策委員会に出席し、状況把握、対応方法検討、決定事

項に従っていく。

・ 災害時でも各種業務システム利用や連絡手段を最低限確保できるように ITシステム

運用維持やネットワークインフラの整備を行う。

・ 現在は ITシステムが大きな役割を担っており、システム１つの停止や情報漏えいす

ることでその損害の大きさは計り知れない為、サイバーセキュリティ対策（UTM、

SabGate AP・HUB、セキュリティソフト見直し等）を講じていく。

・現存規程や指針、マニュアルを確認し、必要時は更新及び周知していく。また、ヒヤ

リハット・アクシデント報告のシステムを全事業所へ展開し、分析活用できるように

していく。 

・防犯、虐待対策として各種研修参加により知識、意識を高めることや環境面（カメラ

等の記録機器更新など）の整備を行う。

・情報セキュリティに関する事故発生時対応マニュアルを更新し、周知していく。

5. 年間業務計画

別紙参照
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往査
文書閲覧
自主点検

・理事会準備 在宅会議

・HP更新（事業計画等） 法人運営会議

・各種契約、随時規程確認

・事業報告作成

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・理事会対応、評議員会準備 ○ 在宅会議

・監事監査への立会 法人運営会議

・事業所内部監査 理事会

・事業報告確認 相談苦情検討委員会

・現況報告書作成 安全管理委員会

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・評議員会対応 ○ 在宅会議

・事業所内部監査 法人運営会議

・各種契約、随時規程確認 評議員会

・法定備置き書類確認

・財務諸表作成、各種公表

・各種登記

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・事業所内部監査 ○ 在宅会議

・各種契約、随時規程確認 法人運営会議

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・事業所内部監査 ○ 在宅会議

・各種契約、随時規程確認 法人運営会議

・システム保守 相談苦情検討委員会

・システム検討、導入、評価 安全管理委員会

・事業所内部監査 法人運営会議

・各種契約、随時規程確認 理事会（開催時）

・システム保守

・システム検討、導入、評価

住宅型有料老人ホーム新川長寿園

ヘルパー笠之原（定期巡回）

ヘルパー下祓川（定期巡回）

特養鹿屋長寿園
（ケアプラン・加算関係）

8月

７月

令和6年度事業所内部監査等計画(予定)

月 業務概要
監査種別

会議出席
事業所内部監査

4月

5月

6月

事業所名

住宅型有料老人ホーム笠之原長
寿園

9月

◯
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往査
文書閲覧
自主点検

月 業務概要
監査種別

会議出席
事業所内部監査

事業所名

・事業所内部監査 在宅会議

・各種契約、随時規程確認 法人運営会議

・システム保守 評議員会（開催時）

・システム検討、導入、評価

・内部経理監査 ◯ 在宅会議

・事業所内部監査 法人運営会議

・各種契約、随時規程確認 相談苦情検討委員会

・システム保守 安全管理委員会

・システム検討、導入、評価

・理事会、評議員会準備

・事業所内部監査 ◯ 在宅会議

・理事会、評議員会対応 法人運営会議

・次年度事業計画（案）準備 理事会

・各種契約、随時規程確認 評議員会

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・法人業務内部監査 ◯ 在宅会議

・次年度事業計画（案）作成 法人運営会議

・事業所内部監査 理事会

・各種契約、随時規程確認

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・理事会、評議員会準備 ◯ 在宅会議

・事業所内部監査 法人運営会議

・次年度事業計画（案）確認 相談苦情検討委員会

・各種契約、随時規程確認 安全管理委員会

・システム保守

・システム検討、導入、評価

・理事会、評議員会対応 在宅会議

・各種契約、随時規程確認 法人運営会議

・各種年次更新対応 理事会

・システム保守 評議員会

○

鹿屋長寿園ショート

小規模多機能ホーム花海家長寿園

グループホームあいら

給食センター

特養鹿屋長寿園
（指定基準、その他）

2月

10月

1月

12月

3月

備考

情報セキュリティ確認

※上記以外の事業所は、必要時は自主点検表等の提
出を求めるか往査に往査を実施するものとする。

11月

◯
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令和 6 年度 事務局【経理課】 事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

① 利用者支援の基本目標

テレワークの継続やクラウドシステムを活用し、在宅で日常業務を集中して行う

ことや、会計業務を顧問会計事務所へ外注に出すことで、業務の効率化に繋げ、効 

率化によりできた時間にて、短期入所の送迎や本入所の利用者様の透析送迎等の時 

間へ充てる。また、その他、在宅事業所のレセプト請求業務や勤務実績集計等の事 

務業務を行う時間にも活用し、在宅事業所の職員がケアに充てる時間を作れるよう 

にする。 

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

【人材獲得】

現行の処遇改善加算（処遇改善、特定処遇、ベースアップ加算）が令和 6 年 6 月よ 

り一本化されるにあたり、介護職員に対し、月の給与水準を現状より改善できるよう 

に、処遇改善加算の収入と支出の管理を行い、人材獲得の方法として検討を行う。他 

職種については、処遇改善を行う財源を経費削減等で捻出できるよう検討する。また、

毎月 8 の付く日にハローワークの情報も更新されるので、他法人の求人内容も確認

し、総務課へ情報提供を行う。 

【人材育成とチームワークの強化】 

今まで、上川路会計事務所主催で会計処理の初級編や決算処理の研修を開催し、会 

計のスキルアップを図ってきたが、今後は、分析や法人経営に関する研修等も含めス 

キルアップを行う。その他、令和 5 年度より毎月行っている経理担当ミーティングを

通じて、笠之原・花岡エリア事務員との情報共有や法人全体の運営状況、経理規程に 

関する勉強会等を継続していく。令和 6 年度は報酬改定もあるため、各自担当事業所

の基準や加算等の条件を再度学習し、全事業所共通の内容については、ミーティング

にて共有する。 

③ 働きやすい職場環境作り

今後もテレワーク業務 1 人当り月平均 4 回を目安に計画をし、業務の負担軽減及

び業務の効率化を図る。また、現在デモを受けた物品管理システムについても、4 月

にバージョンアップが予定されているので、4 月以降に再度デモを行い、職員 2 名が

かかわっている物品管理をシステムへ移行できるように検討する。また、処遇改善加

算の集計や支給シミュレーション計画や実績の届け出についても、事務員 2 名が携

わり通常業務の合間で作成しているが、報酬改定後にシステム導入の検討を行う。 

 様々なハラスメントに関しては、顧問社会保険労務士に研修依頼や毎月の訪問時

にアドバイスを頂く。 

④ 施設・整備の改善

各事業所の建物に関する大規模修繕に関しては、耐用年数をもとに以前作成した

計画を原案とするが、経理の動きとしては、決算時の修繕積立金の提案を行い、また、

借入金返済予定表を確認しながら、法人の収支状況と合わせて資金繰りを検討する。 

⑤ 入居率、稼働率の向上

毎月の会議（主任ミーティング・在宅会議・法人会議）にて当月の事業所別稼働

率見込みや法人全体の収支状況に関する情報提供を行う。また、各経理担当者につい
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ては、事業所の管理者や職員へ、予算実績対比や収支状況について報告（書面やメー

ルにて）を例年通り行ない、その他、事業所の広報活動として、事業所パンフレット

の共同作成等を行う。新規加算取得や単位変更等があった際には、取得時のシミュレ

ーションを行う。 

物価高騰への対策については、今後も毎月、金額や使用量をグラフ化し、会議や事業 

所別収支報告にて各事業所へ情報提供し、費用増の事業所については管理者と対策

を検討する。また、具体的な対策としては、ガソリン代について、主に利用している

ガソリンスタンドの単価を毎月比較しながら、必要時にはエネオスカード（柴田石油）

を増やして削減を行う。 

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化

事務局職員についても、外出や送迎等を行うため、出発時の車輌の点検やシートベルト、 

車椅子のストッパー等の確認を行う。また、事故が発生した場合は、事故に関するマニ

ュアルに基づき、迅速な対応を行う。労災関係については、事務局に連絡が来た際は、

総務課及び関係課長へ情報を提供し、対応を行う。虐待防止（身体拘束含む）について

は、直接的な関係はほぼ発生しないが、法人勉強会等を通じて、知識を得る。
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3. 年間行事計画

令和 6 年度 事務局年間スケジュール（経理課）

事業所行事計画 防災訓練・

感染症対策

地域交流計画 職員研修計画 内部監査

4 月 

入社式

オリエンテーション

委託事業請求書提出

委託事業決算報告書提出

3 月分及び決算処理 

笠之原エリア

行事参加

法人勉強会 内部監査

（決算書類）

5 月 

決算処理

決算書類完成

監事監査

決算理事会

保育園祭り参加 法人勉強会 内部監査

（決算書類）

6 月 

定時評議員会

現況報告書提出

福祉医療機構決算報告書

提出

決算登記処理

BCP 
机上訓練

ドライブサロン 法人勉強会

7 月 
委託事業請求書提出

公益法人等の損益計算書

等提出

上川路会計研修

（基礎）

法人勉強会

8 月 
全国老施協収支報告書作

成

行方不明者

捜索訓練 

法人勉強会

9 月 
ドライブサロン 法人勉強会

10 月 
委託事業請求書提出

委託事業予算作成

防災訓練 法人勉強会 内部監査

（帳票編）

11 月 
鹿屋小交流会 法人勉強会 内部経理監査

12 月 
忘年会

次年度事業計画作成

イ ン フ ル エ ン

ザ予防接種

法人勉強会

1 月 委託事業請求書提出 法人勉強会

2 月 
次年度収支予算書完成

次年度事業計画完成

BCP 机上訓練 上川路会計研修

（決算編）

法人勉強会

3 月 
当年度補正予算書完成

予算評議員会・理事会

防災訓練 法人勉強会
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令和 6 年度 事務局総務課 事業計画 

1． 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

ICT、IOT の活用による業務効率化と正確性の確保、人材獲得と人材定着の促進にむけて

賃金制度を検討し適正な労務管理につなげる。 

① 同一労働同一賃金の実現にむけて職員処遇の基本となる賃金制度の検討を行う。

・法人経営の健全性・安定性を維持するために経理課と連携し人件費が合理的、

計画的に管理できているか旧態以前とした手当の見直しや統廃合に取り組む。

職能給から職務給(役割給)への変更の検討を行う。

・就業規則の見直しによる各規程の簡素化を行い効果的に適用する。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

職員獲得につながるよう以下の項目に取り組む。

・令和 6 年度新卒者・中途採用者の獲得（各種面談会への参加）

・ジョブリターン制度 (退職の選択をしても戻ることができる)の導入

再雇用制度の対象者（退職理由を絞る、退職後の期間、年齢・勤続年数等）を決め

て再雇用の条件を定め定期的に法人の状況等 連絡し応募の窓口を広げる。

・外国人技能実習生受入時の適切な事務手続きによるトラブル等の防止

・総務課職員、各事業所管理者の資質向上につながるよう以下の項目に取り組む

顧問社労士による研修会の実施（人事労務全般・報酬改定にともなう賃金変更等） 

総務課職員の研修機会の確保（社会保険、給与計算、各種制度改正）

③ 働きやすい職場環境づくり

直接処遇を行う職員が働きやすい職場を作ることで営業力強化につながるよう以下

の項目に取り組む。 

・職員の健康管理（定期健診、夜勤者健診、再検査職員等への啓発、乳がん検診、

メンタル不調者の休復職対応、産業医による健康相談、病気療養後の復帰支援）

・各事業所管理者等へのハラスメント等研修・多様な働き方の応援（顧問社会保険

労務士との連携による研修会、相談会の実施）の開催

・人事異動に関する手続きの迅速な対応

【生産性向上】（ICT、IOT の活用による業務効率化） 

ICT、IOT の活用が更なる業務効率化と省力化につながるよう以下の項目に取り組

む。 

・ケアズ・コネクト(勤怠管理)から給与大臣（給与計算ソフト）の自動計算の効果を

最大化させる。恵仁会ルールの見直し、賃金規定等の変更

・SmartHR（人事労務ソフト）による各種手続きの安定的な運用、人事情報を整備し

効率的に作業を行い労働の質を高める。

・クラウド共有フォルダの活用による情報共有

・各種様式のペーパレス化によるデータ保管への移行

【業務効率化】 

・総務課職員の業務フローの洗い出しを行い業務の流れや担当者の役割を見える化し、 

業務を単純化できないか総務課職員で検討する。
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担当職員の休暇・人事変動があっても通常業務が滞らないよう他の職員が業務の 

代行できるようマニュアルを作成する。マニュアルづくりの過程で総務課職員が 

意見交換しながらノウハウを共有し属人化のリスクの軽減につなげる。 

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進。虐待防止(身体的拘束含む)等への対応強化

①職員の労働災害・事故発生時の緊急対応についてマニュアル、手続きを共有する。

労災予防に向けた過重労働防止とメンタルヘルス対策推進のため相談窓口の設置と

事業所訪問を実施する。

②BCP（感染症や災害への対応力強化）

・感染対策を行いつつ自宅でも職場と遜色なく又はさらに効率的に業務が行えるよう、

統合リスク管理室と連携し、テレワーク環境整備、必要物品の準備を行い、より円滑

に業務が行えるようにしていく。

・定期、臨時で開催される感染対策委員会に出席し、状況把握、対応方法検討、決定

事項に従っていく。

③事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止等への対応強化

・総務職員についても、透析送迎やショート等を行うため、出発時の利用者の状態確認、

車輌の点検やシートベルト、車椅子のストッパー等の確認を行う。事故が発生した 

場合に迅速な対応が行えるよう、車輌事故に関するマニュアルの確認を行っておく。 

・虐待防止に関しては、委員会への参加や事業所内で周知される文書等に目を通し虐待

に関する知識と認識を身に着けるようにする。
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３. 年間業務計画

事業所事業計画 防災訓練 

感染症対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

その他 

4 月 

昇給・昇格手続き 

賃金配分の見直し 

5 月 

賃金配分の見直し 

定期昇給査定 

労働保険提出 

住民税通知の電子化 

処遇改善改定後

の賃金説明会 

6 月 

賃金項目の変更 

労働保険年度更新 

賞与支給準備 

住民税改定 

BCP 

机上訓練 

7 月 

賞与支給手続き 

賞与支払届 

算定基礎届の提出 

8 月 
人事考課・賞与算定基

準の見直し（冬季） 

BCP 対策ﾐｰﾃｨﾝ

ｸﾞ

9 月 

厚生年金料率変更 

最低賃金確認 

出向職員予算 

総務課 内部監査 

10 月 
定年再雇用者 

賃金説明 

11 月 
賞与支給準備 

年末調整の手続き 

年末調整 

ｼｽﾃﾑ研修

12 月 
賞与支給 

年末調整の手続き 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接

種対応 

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ研修

1 月 
給与支払報告書提出 

源泉徴収票提出 

事業計画作成 

2 月 
次年度昇格者査定 

次年度雇用契約検討 

BCP 

机上訓練 

3 月 
給与支払報告書提出 

期末賞与支給確認 

事業報告作成 
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令和６年度 介護部門 事業計画 

１．中期（令和 6 年度～8 年度）重点事項 

① 利用者支援の基本目標

・利用者が安心、安全に生活を営むことができること、かつ、介護職が安全な介護支援に努

めることで、介護職自身の腰痛予防や労働災害予防にも努め、健康的に業務に従事するこ

とが出来るよう取り組む。また、身体介護の技術向上はもちろんであるが、すべての利用

者が人間的、社会的営みを維持できる様、相談援助技術等の向上や心身機能の理解向上に

努める。

・法人理念を念頭に利用者、ご家族が望まれる終末期、看取り支援を実施及び実施に適し

た環境を整備する。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・養成校出身の職員が多いため、職員紹介制度の周知を図り、潜在介護福祉士の発掘を行う。 

・広報誌やインスタグラム等を活用し、福祉の情報や恵仁会のことを発信していく。

・新人職員や中途採用職員が安心して重度化した現場での業務従事ができるように、動画も 

含めた介護マニュアルの整備等を行っていく。 

・新規リーダーやサブリーダーの育成をユニットマネージャー中心で行っていく。今後、恵

仁会の中心になっていく人材の育成の為に、部門内で担当を決めて勉強会を実施し、全職

員の知識、ケアの質の向上に努める。 

③ 働きやすい職場環境作り

・生体センサーを活用し、看取り支援、新規利用者の睡眠状況確認、基礎バイタル（呼吸、

心拍）の確認を用い、見回り業務の負担軽減を図る。

・要観察者や重度者の増加に伴い、生体センサー以外にも、排尿センサーや徘徊センサーな 

ど効率化へ向け新たなる ICT、IOT 機器の導入を検討していく。 

・夜勤業務効率化としては、現在導入している生体センサーを活用し、安心した見回り及び、 

見回り業務の効率化を行い、しっかりとした休憩時間、仮眠時間の確保を行う。 

・夜勤従事者確保について、新たな勤務形態（22 時～7 時などの夜勤、3 交代制も含めた勤

務形態の見直し）の導入を検討し、夜勤従事者人数の確保と職員の有給取得の更なる確保

に努める。

・ユニット単位、リーダー、ユニットマネージャーに関わる業務棚卸し表を作成し、内容検

討し、業務フローの作成、可視化を行うことで、業務の効率性、均一性を図っていく。

・パワハラ、カスハラ等のハラスメントについては、外部講師を招き研修会の開催とハラス 

メント防止規定の周知を行う。発生時には、認定委員会への報告などの対応をとる。

・LGBTQ に関しては、理解を深めるための勉強会の開催やスマートジョブプロジェクトチー

ムとの連携をとりながら働きやすい職場環境作りを行っていく。
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④ 施設・設備の改善

・各居室の壁紙やエアコンなどの修繕や取替については、必要箇所の状況の確認をして、見

積もりなど必要書類を揃え、経理課等への上申を行い、居室環境の美化に努める。 

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・新規入所者を４日以内に受け入れる事が出来る様、事前調査の協力、待機者の情報収集、 

把握を行う。 

・看護部門と協力し利用者の体調管理に努め、歯科医師及び歯科衛生士の指導のもと、口腔

ケアの技術向上、口腔内の清潔、感染予防の徹底を図り、誤嚥性肺炎等の入院に繋がる様

な疾病の予防に努める。 

・ショートステイ利用者が在宅での生活が継続できるよう、ICT 機器（生体センサー等）を

活用し、アセスメント機能をもったショートステイを作っていく。

・ショートステイにおいて、看取り期の利用者の対応についても多職種と連携を取りながら

受け入れ体制を準備していく。 

・電気代削減として、必要箇所以外の無駄な電気を使用しないこと、エアコンに関しても居

室不在時などの消し忘れがないか確認を随時行っていく。

・ペーパーレスに関しては、必要時以外の印刷は行わず、LINE WORKS などを活用していく。 

印刷時も極力白黒コピーを推奨していく。  

・オムツ代に関して、主任ミーティング、リーダー会議にて使用状況の確認を行いながら 調

整可能なオムツ種類の変更に関しては、データを取りながら随時オムツ代削減に向けて

取り組み、職員への意識づけも行っていく。 

2.事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化

・関連アプリシステムを使用し、随時アクシデント、ひやりはっとレポートの情報共有を全

職種で行い、事故防止、予防に努める。 

・リスク管理、権利擁護、身体拘束についての長寿園勉強会の内容を充実させ、全職員に周

知していく。

・車両事故、労災関係のアクシデント、ひやりハットについて安全管理委員会で取り上げて 

いく。 
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3.年間行事計画

事業所行事計画 防災訓練・感染症 

対策 

地域交流計画 職員研修会 内部監査 

４

月 

新人オリエンテ

ーション 

災害時用備蓄確認 地区花見会 長寿園勉強会 

５

月 

感染予防対策実施 

（感染性胃腸炎） 

長寿園勉強会 

６

月 

感染予防対策実施 

感染症 BCP 机上訓

練 

長寿園勉強会 部門内監査 

７

月 

感染予防対策実施 養護学校交流

会 

長寿園勉強会 

８

月 

感染予防対策実施 

行方不明者捜索訓

練 

下祓川集落セ

ンター清掃

長寿園勉強会 

９

月 

敬老会 感染予防対策実施 

吐物処理訓練 

レジオネラ検査

グランドゴル

フ大会

長寿園勉強会 

１

０

月 

運動会 感染予防対策実施 

防災訓練 

長寿園勉強会 部門内監査 

１

１

月 

感染予防対策実施 鹿屋小交流会 長寿園勉強会 

１

２

月 

クリスマス会 感染予防対策実施 

インフルエンザ予

防接種 

地域清掃 長寿園勉強会 

１

月 

新年会 感染予防対策実施 長寿園勉強会 

２

月 

感染予防対策実施 

災害 BCP 机上訓練 

長寿園勉強会 部門内監査 

３

月 

感染予防対策実施 

レジオネラ検査

防災訓練 

長寿園勉強会 
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令和 6 年度 看護部門 事業計画 

１．令和 6 年度年間目標 

1）介護報酬改定に伴い、各種加算取得及びサービスが適切に提供できるように多職種

と連携を図る。 

2）感染対策の強化を図り、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施を行う。 

3）看取り期における本人・家族の意思を尊重したケアの充実を図る。 

1．中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

①利用者支援の基本目標

・医療度の高い利用者に対して、適切な看護・介護の提供ができるよう、個々のス

キルアップを図る。

・利用者の入院の際は、病院との連携を図り情報を共有し、再入院が少なくなるよ

うに重症化予防を行う。

・利用者の病状に応じて受診が行える様、関連医療機関との連携を図る。

・短期入所における看取り期の利用者に対してサービス提供ができ、看取り加算取

得にむけて、指針・マニュアルを作成し本人・家族へ説明する。

・面会については、感染状況を確認しながら実施していく。

・透析が必要な利用者の受入れ、また医療機関への送迎ができる体制をつくる。

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・青仁会との連携を図り、人材獲得に向けて対策を行う。

・加算関係（看護体制加算・配置医師緊急時対応加算・看取り介護加算・褥瘡マネ

ジメント加算・ショート配置加算）における人員配置、及び早出業務・オンコー

ル対応看護師を含め、補充を含めた看護体制の検討、取り組みを行う。

③働きやすい職場環境作り

・日常業務の動き等、改善すべき点がないか等確認し、必要であれば改善を図る。

・有休消化の確認を行い、個人希望を取り入れた勤務表の作成を行う。

・個々の健康状態の把握及び体調不良時に相談できる環境を作る。

・ICT・IOT の活用による業務の効率化

・衛生材料等の管理：衛生材料の定数管理や個々の納入価格の管理を行い納入業者

の選択を行う。

・遅出業務を検討し残業の在り方について見直しを行う。
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④施設・設備の改善

・それぞれの日別担当看護師が、ユニットラウンド時に直接パソコン入力ができる

ように、カート、パソコンを準備し、効率化を図る。

・吸引が必要な利用者を把握し、台数の確保を実施し点検・整備を実施する。

・設備不備が出た場合は、施設管理課へ相談し修繕等実施していく。

⑤入居率・稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・配置医師と連携し利用者の体調管理を行う中で、入院となる際は病院と連携し、

施設での加療について相談する。

また入院となる時は、担当医や配置医師へ相談しながら、退院に向けて治療経過

の情報収集し、他部門と共有を図る。

・多職種と連携し、医療度の高い利用者の受け入れができるように取り組み、入所

稼働率 99.3％、ショート稼働率 93％を目指す。

・チーム長寿園活動を通し、各事業所の入所者状況の把握や事業所と連携を図り

看護としてのアドバイスができるようにする。

・褥瘡加算、看取り加算等の書類及び目標の設定

・ACP の充実を図りながら、本人の意向をくみ取り他職種で支援し、状態変化時

配置医師と連携し適切な看取り介護導入及びケアを行う。

（看取り加算目標：90％）

2．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・感染症情報の把握をし、状況に合わせた感染防止対策がとれるようにする

・感染マニュアルに基づき業務を遂行し、関係機関との連携、地域の状況を把握しな

がら、感染防止対策に努める。

・災害発生時や感染症発生時を想定し、シミュレーション研修を実施する。

・各事業所に対して、必要に応じて出向き、感染対策が出来ているか確認及び指導を

行い、情報を共有する。

・協力医療機関の感染認定看護師の協力をもらい、研修を実施、助言や指導を受け

る。また、実地指導の協力をもらい、マニュアル、BCP の見直しを行う。
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3．年間行事計画 

部門行事計画 防災訓練・感染症

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

新入職者研修 

人事考課 

長寿園勉強会 

5

月 

ドライブサロン 長寿園勉強会 

6

月 

感染症 BCP 机上訓

練 

長寿園勉強会

認定看護師に

よる研修 

7

月 

長寿園勉強会 部門内監査 

8

月 

長寿園勉強会 

9

月 

長寿園勉強会 

10

月 

人事考課 防災訓練 長寿園勉強会 

11

月 

インフルエンザ

接種（利用者） 

PPE シュミレーシ

ョン研修 

長寿園勉強会 

12

月 

インフルエンザ

接種（職員） 

ドライブサロン 長寿園勉強会 

1

月 

長寿園勉強会 

2

月 

災害 BCP 机上訓練 長寿園勉強会 

3

月 

防災訓練 長寿園勉強会 部門内監査 

＊避難訓練・ＢＣＰ対策・防火訓練に関しては、法人予定とする。 

＊コロナウイルス感染症への対応（随時ワクチンの摂取） 
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令和 6年度 機能訓練部門 事業計画 

1. 中期(令和 6年度～8年度)重点項目

①利用者支援の基本目標

・介護職を主体とした生活リハビリをより個別化したサービスとして提供できるよう

に、各利用者に合った個別支援内容を提示し、身体残存機能を維持・向上していく

ことで QOL(生活の質)の向上を目標に、利用者の望む生活スタイルに近づける事が出

来るように多職種協働の下、適切な支援を行う。

・部門の役割において、日常生活に必要な動作の評価を行い、介助支援が必要な各動

作に対して、介護職及び利用者への安全な方法での動作指導を実施する。

  【目標】個別機能訓練加算Ⅰ取得率：99.5% 

    【方法】看取り介護導入利用者への 100%加算取得。状態変化時の即時プラン見直し。 

    【目標】個別機能訓練加算Ⅱ取得：平均 112名/月 

    【方法】毎月の LIFE送信データ項目の確実な登録とデータ送信管理の徹底。 

    【目標】個別機能訓練加算取得対象人数：平均延べ 200名/月 

    【方法】居宅・施設ケアマネおよび他のサービス事業所と連携を図り、ご家族へ個別

訓練の必要性を積極的に説明し、同意を頂く。 

    【目標】生活機能向上連携加算取得：入所平均 100名/月、ショート平均 40名/月 

 【方法】外部リハとの共同評価を毎月確実に実施。看取り開始や状態変化等によるプ

ラン変更時の再評価を漏れなく実施。

  【目標】LINEWORKSの有効活用の促進を図る。 

  【方法】グループ LINE を活用し、情報共有の迅速化・簡素化、業務効率向上、職員の 

負担軽減、モチベーション向上を図る。 

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

【目標】人材獲得活動に、積極的に参加する。

【方法】人材獲得プロジェクト活動を継続し、計画的に活動をしていく。

【目標】常に業務効率改善やサービスの質向上の意識を持ち、チームケアができる人

材育成を行っていく。 

  【方法】LINEWORKS(ICT活用)により、早期の情報収集・情報共有・対応の指導。 

③ 働きやすい職場環境作り

【目標】移乗リフトの稼働率：100%

【方法】常に利用者の状態情報収集に努め、稼働率の低くなったリフトは、積極的に

  移設を実施する。(有効かつ効果的な活用による生産性向上と介護負担軽減) 

  【目標】在宅ワークを積極的に実施。(2回/月以上) 

【方法】毎月のルーティン業務を集中的に行い、出勤業務の生産性向上に努め、総合
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的な業務効率改善に努める。また感染予防対策(BCP)として活用する。 

④ 施設・設備の改善

【目標】床環境整備を継続して実施していく。(3居室/年)

【方法】10 年程継続実施してきた床環境整備を、本年度以降も程度の悪い居室から優

先的に施工していく。(予算申請済) 

    【目標】居室壁クロス張り替えを継続していく(3居室/年) 

    【方法】程度の悪い居室から優先的に施工していく。(予算申請済) 

⑤ 入居率、稼働率の向上(組織持続可能性の確保)

【目標】褥瘡発生件数を軽減する。(20件/年以下、介護の質向上)

【方法】重度化防止(入所期間延長)のために、廃用症候群、特に褥瘡予防を図ってい

く。現状の早期発見・対応・治癒の流れを強化する。重要なツールであるエ

アマットレスの有効活用・管理・レンタル費削減・中古品購入等を継続して

いく。 

   【目標】離床率の向上を図る。(2回/日以上の離床率 65%以上) 

【方法】重度化防止(入所期間延長)、身体機能維持のために、日中の離床を促してい

く。ケアプラン・訓練計画の見直し、移乗リフトの有効活用、評価・指導強

化などを実施。 

2.事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止(身体的拘束含む)等への対応強化

・ヒヤリハットを 2件/月以上提出する。(腰痛発生や虐待リスク含む)

・福祉機器や介護用品が故障した場合、迅速に応急・恒久対策を実施する。

・環境整備に努める(倉庫やホールの整理整頓、日々の消毒作業含む)
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3.年間行事計画

月 部門行事計画 防災訓練・感染症 

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

訓練部門会 

新人ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ

ﾝ 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

町内会花見 長寿園勉強会 

各種セミナー 

５

月 

訓練部門会 

外出支援 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

各地区出張講座 長寿園勉強会 

6

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日)、感染

症 BCP机上訓練 

長寿園勉強会 部門内監査 

7

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

各地区出張講座 長寿園勉強会 

各種セミナー 

8

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

町内会清掃 長寿園勉強会 

９

月 

訓練部門会 

外出支援 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

町内会グランド

ゴルフ 

長寿園勉強会 部門内監査 

10

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日)、防災

訓練 

町内会運動会 長寿園勉強会 

各種セミナー 

11

月 

訓練部門会 

外出支援 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

各地区出張講座 長寿園勉強会 

12

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日)、 

町内会清掃 長寿園勉強会 部門内監査 

1

月 

訓練部門会 

褥瘡予防勉強

会 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日) 

長寿園勉強会 

各種セミナー 

2

月 

訓練部門会 基本感染症対策・環

境消毒(毎日)災害 

BCP机上訓練 

各地区出張講座 長寿園勉強会 

3

月 

訓練部門会 

外出支援 

基本感染症対策・環

境消毒(毎日)、防災

訓練、 

長寿園勉強会 部門内監査 

※地域交流計画として、コーディネーターと連携し、出張講座を随時対応していく。

※コロナ感染状況により、必要に応じて中止や ICT活用により実施していく。

※BCP机上訓練・部門内監査は、業務効率向上のため、訓練部門会にて実施。
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 令和 6 年度 栄養部門 事業計画 

1．中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・栄養相談、栄養管理、喫食調査、嗜好調査等行い、安心安全、食べやすい形態、

楽しい食事の提供を行う。

・仕出し弁当、ユニット単位のテイクアウト、寿司やスィーツを楽しむ会を実施。

雰囲気を変え、よりおいしく食事を楽しめるように工夫する。

・利用者の低栄養を防ぎ、より良い生活を送っていただくための栄養ケアプランを

作成、111 名全ての利用者に定期的にモニタリングを実施し、記録の充実を行う。 

・毎月、食事量、水分量の過不足を確認し過剰時は食事調整を、不足時は補助食品

の提供を行うなど、栄養状態の維持・向上に努める。

・血液検査結果・体重増減を確認し、他職種チームで総合的にマネジメントする。

・看取りケアについては、最後までお口から味わう支援、食べたいものを食べてい

ただけ、身体に負担の無いように一日一日を大切に動く。

・医師、歯科医師、看護師、ケアマネ、介護職、機能訓練指導員等との連携を図り、

役割、記録の精度を高める。義歯の調整をはじめ口腔状態を適切に保ち、肺炎予

防、安全に食事を摂ることができるようチームで取り組む。食事状況の確認のた

め、ミールラウンドを行う。

・透析、糖尿病等で治療食を必要とする方へ適切な食事の提供を行い、健康が維持

できるように努める。

・加算算定の検討は、入所時又は状態変化時、認定切れの担当者会議等で行い、医

師の指示のもとケアプランに反映させ加算取得に努める。

・栄養・食事についての勉強会を開催、スタッフの質の向上を目指す。

・在宅系事業所との連携として、チーム長寿園の活動を通して専門職としての助言

を行い自宅での生活を継続出来るように取り組む。

② 人材獲得 ・人材育成とチームワークの強化

・恵仁会のサービスやセールスポイントを理解し、家族や知人等へ紹介する。

・相手の意見を尊重しながら意見を出し合い、業務分担や業務効率化を図り働きや

すい環境をつくり育成する。

・研修（Web 研修含む）に積極的に参加し、学びの機会が多い職場であることを周囲

に伝える。

③ 働きやすい職場環境作り

・テレワークを活用し集中することで業務効率を上げる。定期的に業務の進捗状況

を確認できる体制を作る。

・他職種連携により体重、食事・水分摂取量、体調変化等の記録システムを有効に

活用することで、通常業務の効率化を図り業務負担を軽減する。

・注入食発注システムを活用し、自動送信による発注業務を継続する。

・適正な労務管理を行い定時出社、定時退社に努める。休息時間の適正化。

・有給休暇を年 5 日以上取得しリフレッシュする。

・ハラスメントに関わる事実確認が出来た場合は、行為者及び被害者に対する措置

をそれぞれ適切に行う。

27



④ 施設・設備の改善

・厨房内の整備を行う。不必要な物品の処分と防災備品管理室の設置を行う。

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・入所がスムーズに行われるように、他職種と連携する。（本入所・短期入所）

・入所待機者の調査にチーム長寿園として同行し、食事状況等の情報共有を行う。

・入院中の利用者の情報を池田病院栄養課から収集し、退院後の適切な支援のため

の準備をする。

・物価高騰対策として給食提供業務委託業者の見直しを行い令和 5 年度より入れ替

え及び新規導入した。それにより給食関係の水道光熱費や給食材料費、人件費（管

理費）の経費増を抑えられている。給食業者との良好な関係を維持し継続する。

・介護報酬改定に伴う対応に向けては目標達成度や栄養改善状況の課題解決につい

て精度を高め、継続する。「LIFE」へデータ提出とフィードバックの活用をする。 

・経口維持加算については、ミールラウンドを行い継続的な経口維持に取り組む。

・看取り期及び褥瘡の発生や改善に関与する専門職としての役割をしっかり果たす。

在宅サービスの機能と連携の強化のためにチーム長寿園として動く。

2． 事故発生防止、発生時の適切な対応促進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強 

  化 

・異物混入発見時はフローチャートに沿って利用者の安全を最優先とし対応する。

〇BCP（感染症や災害への対応力強化） 

・マニュアルに基づき感染予防（新型コロナウイルス、ノロウイルス等）および感

染拡大の防止に全力を挙げて対応する。

・感染が疑われる場合は保健所の指導に基づき、適切な対応を行う。

・感染予防対策として週 1 回テレワークを取り入れ、継続する。

・外部活動については、状況に合わせて業務調整を行い、必要に応じて中止する。

・非常食、紙コップ等の備蓄、管理を行う。最新の情報を収集しながら備蓄物品の

入れ替えを検討していく。

・ 
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3． 年間行事計画 

部門行事計画 防災訓練・感染症

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

人事考課 

厨房メンテナ

ンス

長寿園勉強会 

5

月 

備蓄食品の確認 

と補充 

長寿園勉強会 

6

月 

感染症 BCP 机上

訓練 

長寿園勉強会 

7

月 

嗜好調査 長寿園勉強会 

8

月 

職員利用者検便 長寿園勉強会 

9

月 

栄養相談 地域出前講座 長寿園勉強会 

10

月 

人事考課 防災訓練 長寿園勉強会 

11

月 

嗜好調査 長寿園勉強会 

12

月 

部 門 勉 強 会

（療養食） 

長寿園勉強会 

1

月 

おせち料理 備蓄備品の確認 

と補充 

長寿園勉強会 

2

月 

職員利用者検便 

災害 BCP 机上訓

練 

長寿園勉強会 

3

月 

家族会・栄養

相談 

防災訓練 長寿園勉強会 部門内監査 

※水質検査・害虫駆除・衛生チェックは毎月実施する。

※各ユニット実施によるイベントの協力は随時行う。

※地域交流は感染症がが落ち着いている時期を判断し感染対策を行い実行する。
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令和 6年度 相談員・ケアマネ部門 事業計画 

１. 中期(令和 6年度～8年度)重点項目

①利用者支援の基本目標

・利用者・家族・職員の意見を調整し、利用者の状態に合わせて計画的な支援の実行と同意

書の整備を行う。各加算取得要件を把握した上でアセスメントを行い、個々の状態や利用

者・家族の意向等に合わせて、個別性のあるケアプランを作成、支援を行い、適切な加算

取得に努めることでケアの質を高める。

・介護記録システムを活用し、支援内容を確認。現場へ支援のアドバイスを行い、適切な支

援の提供に努める。

・入院された際は、多職種及び病院と連携をしながら、退院に向け適切な支援を行う。また、

空床利用を活用し、居室を必要な利用者に社会資源として適切に使用する。 

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・記録システムにて支援状況を確認し、根拠に基づく介護になっているか指導し、介護職の

アセスメント能力の向上を図り、現在配属されている職員の育成に努める。

・実習生の受け入れを行う中で、施設の特色を PRする。

・各職種の役割を活かし利用者の抱える課題を解決する中で、職員に成功体験を積み重ねて

もらい、業務を遂行するための能力向上を目指す。

・介護記録システムで 支援内容を確認し、ケアプランに沿った支援となっているか確認する

際、記録の記載の仕方や支援方法に関してアドバイスを行う。 

③働きやすい職場環境作り

・介護部門と連携し、見守り支援などのシステムデータをもとに利用者の状態把握を行い、

適切なプラン作成や退所の状況を予測しながらスムーズな入所受け入れに繋げる。 

・会議の際に ZOOM 等の活用やテレワークを活用し、デスクワークの管理を行うことで、定時

出勤定時退社に努め、労務管理の申請や業務などについて気兼ねなく相談し合える環境を

維持する。 

④施設・設備の改善

・電子機器の使用年数を把握し、交換時期の際は統合リスク管理室と協議をしながら、今後

の運用を見据えた買い替えを行う。 

・利用者の面会環境を再検討し、感染症対策と折り合いをつけ必要に合わせて快適に面会を

していただける環境を整備する。 

・介護サービス向けのシステムを注視し、業務の効率化のみならず利用者及び家族の利用満

足度の更なる向上につながるようなシステムを模索し検討を行う。 
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⑤入居率・稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・入所稼働率 99.3％を目指す。退所後および入院時、ショートステイの空床利用を活用し適

切なベッドコントロールを行う中で年間の空床日数を減らし、新規入所までの期間を 4 日

以内で調整していく。 

・現状の申し込み状況から、看取りから特例入所対象者まで柔軟に受け入れができるように

適切な情報収集を行う。また、医療機関の回復期や慢性期病棟からの受け入れ以外にも、

急性期患者の早期退院支援に関して、後方支援として介護サービスの案内を行い、介護・

医療の連携促進に努める。

・入所申込相談を受け付け後、アセスメント調査を随時行い、外部からの申込者については

恵仁会のサービスで支援できないか検討し、住み替えを視野に利用者確保を行う。

・部門内のミーティングにおいて、入所検討委員会の結果をもとに調査対象者選定及び調査

者の確保について協議し、計画を立て待機者確保を行う。

・療養会議時に恵仁会入所施設の空床状況を共有し、適切な退院支援を行う。入院に伴う空

床は年間 100日以内を目標とする。

・共有すべき利用者情報はデータで管理保管を行い、ペーパーレス化をはかる。

・外部への情報収集については動画や画像を共有することにより車両の使用を減らす。

２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・新規入所者の受入れは、感染対策マニュアルに基づき業務遂行し、利用者及び家族の体調

確認、慎重に入所受け入れを行う。また、感染症の感染力や変異に注視し、協議をしなが

ら柔軟な対応をしていく。

・介護現場へ介入する中で、虐待や転倒転落などの事故につながる状況はないか支援状況を

確認する。また、使用されている見守り機器の使用状況についても適切か確認を行い、必

要があれば支援方法を他職種で検討できるようにカンファレンスを開催する。

・介護事故発生時は支援の見直しを検討するとともに、相談ケアマネ部門が中心となり、家

族へ今後の支援説明を行う。ヒヤリハットを活用し事故防止に努める。

・職員が怪我なく安心して仕事を行えるように毎日の消毒を行う中で、環境整備を行う。

・車両を使用する際は時間に余裕を持って乗車し、駐車時の環境についても事前に確認を行

う事で運転時の事故を防ぐ。
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３．年間行事計画 

部門行事計画 防災訓練・感染症 

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

新入職員オリエン

テーション

長寿園勉強会 

5

月 

入所検討委員会 長寿園勉強会 

6

月 

感染症勉強会参加

にて対策、感染症

BCP 机上訓練 

長寿園勉強会 

7

月 

入所検討委員会 長寿園勉強会 部門内監査 

8

月 

長寿園勉強会 

9

月 

入所検討委員会 感染症勉強会参加

にて対策 

長寿園勉強会 

10

月 

内部監査 防災訓練 長寿園勉強会 

11

月 

入所検討委員会 小学校交流会 長寿園勉強会 

12

月 

インフルエンザ予

防接種 

長寿園勉強会 

1

月 

入所検討委員会 長寿園勉強会 

2

月 

家族会案内 災害 BCP 机上訓練 長寿園勉強会 部門内監査 

3

月 

家族会 防災訓練 長寿園勉強会 

※施設管理・相談・ケアマネ会議は毎月実施する。

※預り金残高報告書発送は年に 1回行う。

※基本的な感染対策及び協同による消毒は毎日行う。

※家族会ほか、集団で集まる行事に関しては、新型コロナウイルス感染症の発生状況を確認し、

感染対策を行い実施する。
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令和 6 年度 ショートステイ 事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

① 利用者支援の基本目標

・医療的ニーズの高い利用者を含め、中重度の利用者受け入れが行える体制を整える。

中重度者の受け入れがショートステイ該当 3 ユニットで行えることで受入れ幅を広げら

れるよう、経管栄養、吸引等への対応や看取り期の対応等研修や勉強会参加を行い、技

術向上を図る。

医療ニーズへの対応や認知症状に対する支援の方法等、多職種で連携し課題分析や支援

を行う事で、自立支援や重度化防止を図り在宅生活継続の限界点を高めることができる

よう支援する。支援方法については、家族や関係機関との情報共有を行っていく。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・恵仁会のサービスやセールスポイントを理解し、家族や知人等へ紹介する。

・疾患に対する知識、介護技術、コミュニケーション技術等、個々の課題に対し、専門職

からのアドバイスや勉強会の実施を行い、不安解消、スキルアップに繋げる。

・関係職員が、実際に生活している環境（自宅）で、利用者・家族の意向を聞く機会を設

けることで、どのような支援が必要であるか個別ケアについて考える機会を作る。また

他事業所の役割や業務について知ることで人材育成に繋げる。

③ 働きやすい職場環境作り

・利用予定や送迎、食事数を一括して管理・把握できるようアプリを活用し、関係職種で

情報共有を行う。また送迎表作成や食事発注にかかる時間短縮に繋げる。

・契約書・ケアプランの電子署名、電子媒体で保管、請求書・領収書の電子化に取り組む。

・ボイスファンの活用により、文章入力の時間の短縮を図る。

・利用者の利用状況、支援状況確認の際に、支援を行う職員に対して身体的、精神的負担

がないかの確認を行い、リフトや生体センサーの活用での身体的負担軽減や精神的負担

の要因を把握し、必要があれば早期に対応を行う。

④ 施設、設備の改善

・利用者居室のカーペットや壁紙の貼替、トイレ床のタイルは転倒時等、大きな怪我に繋

がる事も考えられる為、修繕を行っていく。電子機器を多く活用している為、コンセン

トの確認は、こまめに行い不備があれば交換を行う。
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⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・年間稼働率 93％を目指す。

・医療ニーズの高い方の受け入れを積極的に行い、医療連携強化加算月 8 名を目指す。個

別機能訓練加算月平均延べ 165 名、生活機能向上連携加算月平均 30 名の取得。

・外部居宅ケアマネージャーやご家族への利用説明時に、利用期間について柔軟な対応が

可能であることや、施設入所の利用相談、対応を行い、ショートステイや入所施設の待

機者獲得に繋げる。各入所施設の待機情報の把握を行いながら、入所への移行が円滑に

行えるよう事業所への情報提供を行っていく。

・池田病院・老健（ひだまり）・特養の連絡会議、池田病院で開催される療養会議にて情報

共有を行い、池田グループで切れ目のない支援を行えるよう検討する。

・退院後や機能低下等、在宅生活に不安がある方に対し、1 日の生活状況の把握、健康管理

や睡眠状況、身体機能・生活動作に関する評価や環境の工夫について、各職種から提案

を行い、適切なサービスの提案、紹介に繋げていく。

・送迎コースの見直し行い、燃料費の削減に努める。

・契約書類、計画書等電子化によるペーパレス化の実施

・各ユニットのホールや廊下、居室の電気の確認やエアコンの温度設定のこまめな確認を

行う。

2．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化 

・ＢＣＰに基づき業務遂行し、関係機関との連携や地域の状況等について情報収集を行い

つつ、感染予防、災害対策に努めていく。

・感染の状況により、各ユニットの居室調整を行い、感染拡大防止と事業継続に繋げる。

・利用者一覧を毎月更新し、利用者のサービス利用状況等が分かるようにしておくことや

受け入れ時には利用者及び家族の体調確認を行い状況把握、感染予防を行う。

・短期入所サービスを利用できなかった際には、居宅ケアマネジャーへ代替サービスの調

整を依頼し、利用者の生活の質が低下することがないよう支援する。

・ユニットラウンド時に、ユニット内の環境整備の状況や利用者処遇についての確認を行

い、整備が必要な部分は直接伝える、ひやりハットを活用し事故防止に努めサービス内

容に見直しが必要な部分があればカンファレンスにて聞き取り、改善、その後の振り返

りを関係職種で行う。

・利用者、利用者家族、職員への対応（言動）の中で気になる部分があれば、お互いに声

をかけられるような関係作りを心掛ける。利用者、利用者家族等から頂いたご意見の内

容については、職員間で共有していく。
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3. 年間行事計画

事業所行事計画 防災訓練・感染症 

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

新人職員オリエ

ンテーション

長寿園勉強会 

5

月 

長寿園勉強会 

6

月 

感染症 BCP 机上

訓練 

長寿園勉強会 

7

月 

長寿園勉強会 部門内監査 

8

月 

長寿園勉強会 

9

月 

アンケート実施 嘔吐処理訓練 

レジオネラ検査

長寿園勉強会 

10

月 

内部監査 防災訓練 長寿園勉強会 

11

月 

鹿屋小交流会 長寿園勉強会 

12

月 

長寿園勉強会 

1

月 

長寿園勉強会 

2

月 

災害 BCP 机上訓

練 

長寿園勉強会 

3

月 

家族会 レジオネラ検査

防災訓練 

長寿園勉強会 部門内監査 

※施設管理・相談・ケアマネ会議、ケアマネ勉強会を毎月実施する。

※基本的な感染対策及び共同による消毒は毎日行う。

※家族会や地域交流は新型コロナウイルスが落ち着いている時期を判断し感染対策を行い

実行する。 
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令和６年度 教育部門 事業計画 

１．中期（令和６年～８年度）重点目標 

長寿園の理念を念頭に利用者が安全・安心・快適に生活が営めるように支援する。 

① 利用者支援の基本目標

・利用者と家族が不快にならないように接遇面の教育を徹底していく。

・利用者の立場に立ちニーズに沿った満足のいくサービスを提供出来るように、オン

ライン研修や外部研修の受講により職員の資質向上に努める。

・看取り支援中の方々の意向に沿ったケアの提供と、看取り支援に適した環境を整

えご家族のグリーフケアに努める。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・ハロワーク活動や就職面談会に出向き経験者採用の確保に努める。

・学校訪問時、天井走行式リフトの動画や生体センサーの画像を用い説明を行いＩＣ

Ｔを活用することで身体的負担軽減や業務効率化が図れている事をアピールする。

・離職防止や定着を図るために、人間関係で抱えるストレスの軽減を図り働きやすい

環環を整える。

・エルダー制度と OJT を有効に組み合わせ、段階的にスキルアップの向上を図る。

・入職後のフォロー面談を定期的に行い、業務状況の確認や課題抽出し課題解決に取

り組む。

・新卒者入職後３ヶ月後に学校宛てに近況報告の文章や動画等送付し、後輩に介護の

仕事に興味を持ってもらう。

・新卒の無資格者については、初任者研修を受講してもらい、人材育成計画書に沿っ

てリーダーまたはユニットメンバーと共同し指導して行く。

・技能実習生育成の為、実習指導員と進捗状況等確認しながら計画的に進めていく。

③ 働きやすい職場環境作り

・LINE WORKS を活用し業務効率化を図り、寿システムを活用し利用者の情報把握に

努める。

・生体センサーを活用し、看取り支援や新規利用者の睡眠状況確認、基礎バイタルの

確認を用い見廻り業務の負担軽減を図る。

・恵仁会の職場作り１０ヶ条に沿って行動する。

・仕事のやりがいや働き甲斐を感じる職場にするため、円滑にコミュニケーションが

図れるようにサポートする。

・パワハラやセクハラ生じないように、年１回外部講師を招いて研修を行う。
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２．事故発生防止、発生時の適切な対応促進、虐待防止等への対応強化 

・毎月の委員会参加と、リスク管理や高齢者虐待防止の研修を年２回開催し内容の

周知徹底を図る。

・報告アプリシステムにて、随時アクシデントやヒヤリハットレポートで情報共有

し、事故防止に努める。

・虐待に繋がる１つの要因として職員の負担やストレスが挙げられる為、業務改善や

ストレスの軽減を図る。

・ラウンド時不適切な発言等あった際はその都度指導を行う。

・環境面等労災に繋がる可能性がある場合は、速やかに修繕を依頼し環境面を整え

る。

・公用車の運転や、ショート送迎も添乗することがある為、車両事故に関するマニュ

アルを熟知し、事故が発生した場合はマニュアルに沿って行動する。
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３．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練感染症

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

４

月 

新人オリエンテ

ーション 

長寿園勉強会 

５

月 

長寿園勉強会 

６

月 

感染症 BCP 机上

訓練 

長寿園勉強会 

７

月 

養護学校交流

会 

長寿園勉強会 部門内監査 

８

月 

長寿園勉強会 

９

月 

レジオネラ検査 鹿屋小交流会 

秡川町内会グ

ランドゴルフ

長寿園勉強会 

１

０

月 

防災訓練 鹿屋小交流会 

秡川町内会運

動会 

長寿園勉強会 

１

１

月 

長寿園勉強会 

１

２

月 

長寿園勉強会 

１

月 

長寿園勉強会 

２

月 

災害 BCP 机上訓

練 

長寿園勉強会 

３

月 

レジオネラ検査

防災訓練 

長寿園勉強会 部門内監査 

※勉強会内容に関しては別紙参照
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　令和 6 年度 居宅介護支援事業所 鹿屋長寿園 事業計画  

1． 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 
① 利用者支援の基本目標

● 利用者に対してニーズに沿った適切なサービスを提供するため、医療をはじめと

した多職種と連携を図り、利用者が自立した生活を営めるよう、ケアマネジメン

トを実践する。

● 利用者・家族の良き相談相手になり、必要な情報提供・迅速な連絡調整・対応を行

い、可能な限り入院や施設入所することなく、住み慣れた在宅で安心して生活が

送れるように支援を行う。

● 法人内各事業所のサービス提供状況を利用者のケアマネジメントを通して把握し、

各事業所の質の向上に活かせるような提案を行う。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

● 働きやすい職場環境を作り離職ゼロを目指し、職員獲得についても他から紹介し

てもらえるように、業務内外での接遇に努める。

● 職員によって差のない、質の高いケアマネジメントが行えるように自己研鑽する

と共に外部研修に参加する。多様化・複雑化する利用者・家族の課題に対応できる

ように、ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識

等に関する事例検討会、研修会等に参加する。身につけた知識技術を職員同士で

共有し、互いの知識向上に努める。主任ケアマネジャー2 人体制で協働しながら助

言や指導を行い、主任ケアマネジャー増員に向けて育成を行っていく。

③ 働きやすい職場環境作り

● 業務の効率化を図り、感染症の感染リスクを減らす等感染症蔓延時や災害時の業

務継続ができるようにケアマネジメント業務を定期的に在宅ワークで行う。リモ

ートでの研修参加や担当者会議の開催、情報交換・共有を図るようにする。

● 定時退社できるように意識を持ち、効率的な業務に努める。

● 急な新規受け入れや担当者の状態変化、緊急対応時等、やむを得えない場合に時

間外勤務となるが、管理者は時間外業務が定常化していないか、職員状況を把握

し、必要に応じて業務見直しを行う。

● 個人の業務内容が適正か、過度なストレスがかかっていないか、メンタル面の把

握を行い、適正な業務量配分を考え、仕事の質の向上を目指す。

● 計画的に年間５日間以上の有給が取得できるようにし、ケアマネ間で協力して不

在時の対応を行い、個人の負担とならないように意識を持つようにする。

● 事業所内・利用者家族からのハラスメント対策として、ケアマネ間での信頼関係
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の構築、話しやすい環境作りを行っていく。

④ 施設・設備の改善

● パソコン等電子機器が適切に使用できているか業務に支障はみられていないか、

車両に不備はないか等確認し、必要な場合入替・変更を行う。

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

● 病院関係者・鹿屋市地域包括支援センター・老健等施設関係者との顔の見える関

係作りに努め（定期訪問、オンラインを活用した会議や研修会の実施）、新規利用

者の相談がもらえるよう連携を図る。

● 介護予防支援について鹿屋地域包括支援センターからの委託でなくなるため、市

町村からの指定を受け、引き続き軽度者からの新規受け入れを行い、軽度者から重

度になっても支援できる体制を整え、継続したケアマネジメントを行えるように

する。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
目標件数 199 199 200 200 201 201 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
目標件数 201 201 201 201 201 201 

● 人材の有効活用及びサービス事業者との連携促進によるケアマネジメントの質の

向上を図るため、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを実施し、ケアマネ

一人当たりの取り扱い件数を増やせるようにする。

● 訪問の効率化のため、可能な限り担当利用者の地域を統一し、移動時間を短縮す

る。

● 市役所・関係事業所等への書類配布は、週間予定表を活用し事前に事業所内で共

有し、代行できる業務は協力して行う。

● ケアプランデータ連携システムの活用件数を増やし、業務効率化とコスト削減、効

率的かつ安全な書類の受け渡し、転記ミスの削減を行う。

● 燃料費削減のため、オンライン研修・会議の活用、代行で行える外出は協力して行

うようにする。適正温度でエアコンを使用し電気代の経費削減を行う。

2． 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化 
車両や労災等の事故発生や虐待防止について、定期的に研修会や訓練を行い、全職員

がマニュアルや指針を理解し、発生時は事業所内の誰でも的確に対応ができるよう

にする。
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3. 年間行事計画

事業所行事計画 防 災 訓

練・感染

症対策

地域交流行

事

職員研修計画 内 部 監

査

4 月 運動・サロ

ンに参加

事業所研修

5 月 相談苦情・安全管

理委員会

事業所研修

ハラスメント研修

6 月 感染対策委員会・

虐待防止委員会

居宅間意見

交換会

事業所研修

感染症研修

県介護支援専門員協議会

研修会

鹿屋市東部地区研修会

7 月 運動・サロ

ンに参加

事業所研修

介護支援専門員協議会肝

属支部研修会

8 月 相談苦情・安全管

理委員会

事業所研修

9 月 特定事業所集中減

算書類提出

感 染 症

訓練

事業所研修

ＢＣＰ研修

10 月 運動・サロ

ンに参加

事業所研修 事 業 所

内 で 実

施

11 月 相談苦情・安全管

理委員会

居宅間意見

交換会

事業所研修

県介護支援専門員協議会

研修会

鹿屋市東部地区研修会

12 月 感染対策委員会・

虐待防止委員会

事業所研修

権利擁護・虐待防止研修

1 月 仕事はじめ式 運動・サロ

ンに参加

事業所研修

2 月 相談苦情・安全管

理委員会

居宅間意見

交換会

事業所研修

鹿屋市東部地区研修会

3 月 特定事業所集中減

算書類提出

Ｂ Ｃ Ｐ

訓練

事業所研修
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令和 6 年度 介護保険相談センターかのや事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重要項目

① 利用者支援の基本目標

・利用者・家族には常に親切丁寧な態度で接し、利用者の立場に立ち、ニーズに沿

った満足できるサービス提供になる様に、職員の資質の向上を図ると共に法人関

係事業所と連携していく。

・毎月のモニタリング訪問では、利用者家族の言葉を傾聴し満足度を把握。要望や

苦情に対しては関係事業所と連携して速やかに対応する。また、家族の意向や感

染症の状況等にも注意を払い、オンラインモニタリングを取り入れていく。

・特定事業所として、利用者家族が抱え多様化・複雑複的課題については、地域包

括支援センターや社協、子育て支援課に市の保健センターなどに繋ぎ、課題の解

決に向けて働きかけていく。

・緊急的医療ニーズにも答えられる様に医療機関との連携を図り必要時には利用者

の診療に同行し、主治医との連携を深め病状管理やサービス調整に生かしていく。 

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・人材獲得に向けては、ケアマネ研修への協力や、法人内職員で居宅ケアマネにな

りたい方が出てくる様にケアマネの魅力を伝えていく。

・人材育成に関しては、多様化・複雑化する社会課題に向き合える様に、医療・障

害・ヤングケアラー・生活困窮者に対しての学習を深めてスキル向上と支援強化

を図る。

③ 働きやすい職場環境作り

・担当利用者の振り分けは各職員の特性を考慮し公平な担当決めと件数の割り振り

を行い、利用者家族から受けるハラスメントには迅速な対応で職員の負担を取り

除く。

・生産性の向上・業務の効率化として、テレワークの活用、自己業務の見直し、携

帯用パソンコンを利用して感染下での業務遂行を続けていく。

・有給休暇の取得は職員間で日程調整し業務に支障が生じない様に自由な取得を目

指す。

④ 施設整備・設備の改善

・２年後をめどに事業所の電灯を全てＬＥＤに交換し電気代のコストを削減
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⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

令和６年度稼働率目標

４月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
137 137 137 137 137 137 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
137 137 136 136 137 137 

・上記目標達成に向けて、池田病院・医療センター・包括支援センター・訪問診療医

からの紹介を得る様に関係性の維持に向けて交流を図り、青仁会居宅とは連携しな

がら利用者を受け入れ目標達成に繋げていく。

・新規申請対応や介護相談を受けて、新規利用者の獲得と介護者支援のニーズに答え

ていく。

・効果的な訪問を実施していく事で業務の効率を図る。

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束を含む）等へ対応強化

・介護事故発生対策においては、転倒誤嚥等のリスクはケアプランで危険を周知し、

利用事業所で事故が発生した際は原因対策に向けての会議に参加いてケアプランに

反映していく。

・虐待防止に対しては、関係事業所からの報告や虐待防止委員会で状況把握、家族に

対しての予防策については、契約締結時に虐待の定義当の説明で、利用者家族の理

解を促す。虐待発見時には行政に報告、連携して対応し、利用者の安全確保を行う。

・職員に対しては、体調不良時は休んでもらう、車の運転は控える等で車両事故防止

職場の環境整備で転倒等の労働災害を防ぐ。

3. 年間行事計画

・ＢＣＰ対策：感染症（コロナ含む）・災害の研修と訓練

・虐待防止委員会

・介護保険・医療・保健福祉・権利擁護等の各種研修への参加

・法人・グループ内外研修への参加

・ケアマネ協議会・鹿屋市・包括主催の各種研修への参加

・居宅間連携事例検討会と月 1 回事業所研修への参加

事業所行事計画 防災・感染症対策 職員研修計画 内部監査

４月 ＢＣＰ感染訓練 定例研修

５月 定例研修 内部監査

６月 北部地区連絡会

感染・虐待委員会

ＢＣＰ感染研修 定例研修

７月 他法人研修 定例研修
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８月 定例研修

９月 Ｂ Ｃ Ｐ 災 害 研

修・訓練

定例研修

１０月 北部地区連絡会 定例研修

１１月 他法人研修 ＢＣＰ避難訓練 定例研修 内部監査

１２月 感染・虐待委員会

と研修

定例研修

１月 定例研修

２月 北部地区連絡会 定例研修

３月 定例研修
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令和 6 年度 デイサービスセンター鹿屋長寿園 事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

①利用者支援の基本目標

・自部署の利用者処遇改善プロジェクトメンバーや管理者、リーダーを中心に年 1 回の

利用者満足度調査アンケートを行いニーズ調査と課題を考察し改善を図る。

・利用者の自立支援・重度化防止のため中重度の受け入れを行い ADL の維持・改善が

図れ、長期的な利用者の生活を支える。また在宅での生活や支援内容・方法をより幅

広く考えられるよう訪問サービスへの理解を深める。

・継続した加算算定が行えるよう必要な人員又はご利用者の確保を維持する。

・ご利用者支援の基本目標は「運動」「認知症予防」「自立支援」の 3 本柱でプログラム

を充実させ人が集まるしくみ作り、ご利用者の目的や目標を明確にするしくみ作りを

取り入れ施設行事等の案内を各居宅介護支援事業所やご家族の見学の機会を確保す

る。

・LIFE を活用して科学的根拠をもとに通所介護計画の作成や口腔・栄養改善に向けた

加算取得体制と PDCA サイクルを整える。

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・子育て世代の人から働けるように定時退社と日曜の固定された休日の職場環境を活

かした募集を行なう。

・法人の新人、中途採用者向け研修マニュアルを使用し担当職員やリーダー又は同職

種内で相談できる環境を作りスキルアップできる個人目標の設定と段階別研修を行

なう。

・「利用者処遇」「安全管理」「業務改善」の 3 つのプロジェクトについて改めてチーム

編成を行い新しい取り組みを検討する。

・求人情報誌、法人求人広告の紹介、SNS を使って事業所の様子や取組内容を発信す

る。

・ご利用者の権利擁護の立場に立った適切な支援が行えるよう日々の業務の見直しの

機会を定期的に作る。

・体制加算及び訪問に備えて国家資格取得へのサポート体制の維持を行う。

・訪問介護の知識・技術を学ぶために法人内訪問サービスへの内部研修を行う。

③働きやすい職場環境作り

・契約書類及び契約更新に関わる書類の電子化にむけて準備を行い、ペーパレスや契

約書類の準備にかかる時間を削減する事を目指す。

・管理者又はリーダーは一般職員のストレスマネジメントの一環としてストレスチェ

ック結果を参考に、個人の業務量や働き甲斐、適正能力など見極めながら適正配置

の提案を行う。

・年間有休休暇取得予定の計画を職員ごとに行い消化の確認又は取得日変更などへ対
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応していく。

④施設・設備の改善

・特殊浴槽機器の選定と導入に向けた検討を行う。（中長期計画）

⑤入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・稼働を維持するために通所介護利用者と共に第一号通所介護利用者の受け入れをも

積極的に行い令和 7 年度の算定区分を大規模事業所（Ⅰ）880～890 人とする。 
・法人内通所介護事業所との送迎連携について検討し送迎職員又は公用車の使用回数

を削減する。

・業務改善プロジェクトが毎月の光熱費等を可視化し節電の意識を高める。

・利用者の処遇時間に合わせて電気・ガス・水道の使用を心掛ける。

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止等での対応強化

・管理者及び委員会を中心に指針の整備・見直し・更新を行う。

・安全管理委員会にて事故の再発防止策を見直し、安全管理プロジェクトが KYT 活

動を通して利用者や従事者のリスクマネジメントを考える。

・身体拘束適正化委員会と利用者処遇改善プロジェクトが連携し、業務や接遇を振

り返るためにラウンドを実施し事業所内会議で報告を行う。

・安全運転管理者を中心に日々の送迎において事故防止を啓発する。

３．年間行事計画

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画

４月 花見・散歩 身体拘束・感染防止委員会

BPC（防災）見直し 

BCP（感染）見直し 

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

５月 食中毒勉強会

※感染防止委員会が実施

感染セットの点検

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

６月 ノーリフト勉強会

ノーリフトアンケート（職員） 

身体拘束・感染防止委員会 居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

７月 七夕

接遇勉強会

身体拘束・感染防止委員会

災害対策 BCP 委員会 

居宅まわり

ケアマネアンケート

※依頼時出前講座

在宅勉強会

８月 夏祭り 感染セットの点検

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

認知症サポーター養成講座

９月 敬老会

利用者満足度調査

レジオネラ検査

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会
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１０

月

運動会

認知症勉強会

防災避難訓練（自主） 

BPC（防災）見直し 

BCP（感染）見直し 

災害対策 BCP 委員会 

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

１１

月

小学生交流会

感染防止勉強会

内部監査（独自）

感染セットの点検

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

１２

月

クリスマス会

交通安全・防犯研修

身体拘束・感染防止委員会

インフルエンザ予防接種

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

１月 新年会

身体拘束廃止・高齢者虐待防止

勉強会

身体拘束・感染防止委員会

災害対策 BCP 委員会 

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会

２月 節分（豆まき） 感染セットの点検

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

ケアマネアンケート

※依頼時出前講座

在宅勉強会

３月 家族会 防災避難訓練（立会）

レジオネラ検査

身体拘束・感染防止委員会

居宅まわり

※依頼時出前講座

在宅勉強会
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令和６年度 共生型サービスるりちゃん家 事業計画 

1．中期（令和６年度～８年度）重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・管理者・生活相談員・児童指導員の資質、ケア、接遇に対する考え方を向上できるよ

うな自主勉強会、外部研修の強化を行う。

・高齢者、児童ともに、適宜支援内容、計画の見直しを行い常にその方にあった支援が

できるよう努めていく。またご家族、関係事業所との連携やフィードバック収集を行

いサービスの改善点を把握する。

・管理者・生活相談員・児童指導員・看護職・介護職の職務分担を明確にし、それぞれ

コミュニケーションの強化を行い、責任ある仕事を各自で行えるよう取り組み、質の

向上に努める。 

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・SNS など活用し事業所の取り組みなど発信していく。

・恵仁会職員紹介制度の再周知を職員に行い、身近な方への声掛けを行う。

・実習生の受け入れなどを行い介護の仕事についての魅力、障害福祉について知っても

らえる情報の発信をしていく。 

・中途採用者研修など入職時から定期的な面談や研修の機会を設け、評価をしっかりと

行い、昇給出来る仕組みを作りモチベーションを保てるように努める。 

③ 働きやすい職場環境作り

・ICT の導入により、デジタル記録を促進し、情報の迅速な共有が行えるように努める。 

・職員のスケジュール管理やタスク管理を ICT で効率的に行い適切な人員配置や労働

時間を管理していく。また、コミュニケーションツールを活用し関係事業所とのやり

取りを全職員が出来るようにする。

・ハラスメント・メンタルヘルスケアについての研修参加を全職員行い、配慮すべき事

例があれば、対応していく。 

④ 施設・設備の改善

・経年劣化に伴うパソコンの入れ替え１台あり。その他、早急に改善を行う必要性があ 

る物はないが、今後必要となってくるであろう浴槽のタイルなどの修繕を検討して 

いく。 

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・法人内外の居宅介護支援事業所、相談支援事業所へ登録状況、空き状況の情報提供

を行う。また定期的に関係事業所へ訪問を行い連携が取れるように努める。

・通所利用前、利用後のサポートやフォローアップを強化し、安心感を提供できるよう

に努める。

・利用者のニーズ調査を行いレクリエーションや季節ごとのイベントなどを行う。

・児童の急なお休み等が発生した場合には、振替利用の検討を行いながら、利用者

の希望に合わせたサービス提供の提案ができるようにする。

・新規加算に付いては動向をこまめにチェックし取得要件を満たせるものは取得する。 

・物価高騰対策に関しては、水道光熱費削減としてエアコンの温度設定、こまめな消灯 

節水の継続 

・必要物品に関しては、必ず数社に見積もりを依頼し、安価な取引先から購入する。
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・印刷は基本モノクロで行い、印刷前に表示確認等行い無駄をなくす。

・リース品に関しては必要性の可否を検討し見直せる部分に関しては見直す。

・送迎車両のルートに無駄がないか、曜日ごとに表に起こし、見える化することで適宜 

検討する。また、事業所間連携についても検討していく。 

2．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・指針、マニュアルに沿って体制確認を行い、ミーティングでの報告相談を行う。

・利用者様の介護事故や職員の労働災害事故が起きないよう、日頃から設備等の危険箇

所がないかのチェックを行い、ＫＹＴなどを活用してミーティングで共有する。 

介護や療育の支援方法については都度スタッフで共有できるように努める。 

・公用車については、送迎の出発時、到着時の車両点検を行い送迎中に関しては道路の

異状や危険箇所についての共有。ドライブレコーダーの確認を行う。

事故発生時の対応方法などのマニュアル確認を行う。

3．年間行事計画

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症

対策 

地域交流

計画 

職員研修計画 内部

監査 

4 ・誕生会（以下

毎月実施）

・職員会議（以

下毎月実施）

・身体拘束適正

化（虐待防止

検討委員会で

実施）児童発

達支援事業と

兼ねる。

・ 安 全 管 理 委 員

会、感染症対策委

員会に関する勉強

会（食中毒 O157 に

ついて 

（以下児童発達支

援事業と兼ねる） 

・笠野原小

学 校 交

流 学 習

（ 福 祉

体験等）

・笠之原地

域 行 事 参

加（新型コ

ロ ナ ウ ィ

ル ス 感 染

状 況 に よ

る） 

１）全職員研修計画

・エリア内もしくは法

人内研修、自事業所

内で実施（内容：事

業計画、事業所の理

解、接遇、認知症ケ

ア、救急蘇生、権利

擁護、感染症対策、

交通安全、介護技術、

災害時対応等）全員

内 容 の 把 握 に 努 め

る。 

・外部研修への参加。

（ｚoom 等でのリモ

ート参加可）

２）中途採用者の研修

計画 

・1 ヵ月目→オリエン

テーション（新人・

中途採用者向け研修

マニュアル使用）、各

担当（活動・入浴・

食事等）現場実習 

・2～3 ヶ月目→各担当

5 ・母の日お祝い

6 ・父の日お祝い 感染症対策委員会

に 関 す る 勉 強 会

（食中毒 O157 に

ついて 

7 ・七 夕 ・避難訓練（自主） 

※笠之原エリア事

業所と連携 

9 ・敬老祝賀会 ・レジオネラ属菌

検査 

10 ・運動会 ・ＢＣＰ（災害）対

策研修 

自 主

点検 

11 

感染症対策委員会

に 
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関する勉強会（食

中 

毒以外に関する） 

（活動・入浴・食事

等）現場実習 

・4 ヶ月目→モニタリ

ング、アセスメント、

通所介護計画書等の

必要書類作成に関す

る研修 

12 

・クリスマス会

＆忘年会

児童発達支援評

価表の配布・回

収 

・配線及びコンセ

ント部の点検

1 

・おせち料理

児童発達支援評

価表の公表 

・感染セット点検

2 

・節分 ・避難訓練（消防

署立会）※笠之原

エリア事業所と連

携 

3 ・レジオネラ属菌

検査
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　　令和６年度 ミニデイサービス舷揮くん家事業計画 

1．中期（令和６年度～令和８年度）重要項目 
① 利用者支援の基本目標

・報酬改定に伴い、取得できる加算は出来るだけ取得し、職員が把握できるよう勉

強会や研修等への参加行っていく。

・LIEF のフィードバック情報を利用者 1 人 1 人の計画書へ反映し、各利用者に合っ

た計画書を作成していく。（一目で誰の計画書か分かるようにする）

・小規模な「事業所だからこそ出来るサービスを事業所スタッフと検討、実施し、

定期的に SNS を活用した事業所の PR を行っていく。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・個々のスキルアップができる目標の設定や研修を行い、仕事に対するモチベーシ

ョンアップにつながる環境を築く。

・ZOOM 研修や職員会議での勉強会の開催。

・事業所職員が、どの業務内容でも行っていけるよう、マニュアルの作成や定期的

に勉強会を実施する。

③ 働きやすい職場環境作り

・ノンハラスメントとなるよう定期的にコミュニケーションを図り、職員の健康状

態や適性能力を見極めながら適正な労務管理を行う。

・レクリエーションシステム機器を活用し、毎日の活動内容の幅を広げて充実した

活動を実施する。

・法人内での報告事項や連絡等は恵仁会 BOX を活用していく。また恵仁会 BOX を

活用することでペーパーレスや時間削減となり業務の効率が図る。

④ 施設・設備の改善

・PC が古く、途中で止まることがある。LIEF やレセ等の書類作成がスムーズに行

えるよう、PC 入れ替えを計画的に実施していく。

⑤ 入居率、稼働率の向上

・令和 6 年度からの報酬改定に伴い、取得できる加算は出来るだけ取得を目指す。

また、維持していく加算や変更加算についても取りこぼしのないように事業所職

員と確認や行うべき業務を確実に行っていく。

・インスタグラムなどを活用し、舷揮くん家をより多くの方に知ってもらいここに

来たいと思ってもらえるよう定期的に更新していく。

2．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 
・事故防止・対応を図るため、毎月、権利擁護・安全管理委員会を実施。

・職員が安心して働くためにもリスクマネジメントをしっかりと行う。

51



3. 年間行事計画

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症

対策

地域交流計画 職員研修計画 内部監査

4 月 花見 身体拘束・感染防

止委員会

BCP（防災・感染）

見直し

感染セット点検

居宅まわり 在宅勉強会

事業計画

5 月 母の日 身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 

報酬改定内容

の勉強会

6 月 父の日 身体拘束・感染防

止委員会

BCP 机上訓練 

居宅まわり 在宅勉強会

7 月 七夕 身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 事業所実施

8 月 夏祭り 感染セット点検

身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会

9 月 敬老会

行事食（お弁当） 
レジオネラ属菌

検査

身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 

10
月

運動会 防災避難訓練（立

会）

BCP（防災・感染）

見直し

身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり

祓川八月踊り

在宅勉強会

11 
月

干し柿作り 感染セット点検

身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 

12
月

クリスマス 身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 
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1 月 正月

行事食（オード

ブル）

身体拘束・感染防

止委員会

感染セット点検

居宅まわり 在宅勉強会 

2 月 節分 身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会 

3 月 ひな祭り 防災避難訓練（自

主）

レジオネラ属菌

検査

身体拘束・感染防

止委員会

居宅まわり 在宅勉強会
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令和 6 年度 ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園 事業計画 

1． 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・認知症及び中重度者ケア、ターミナルケアへの体制強化

1.利用者処遇における課題の共有及び分析、支援内容の統一（随時）

2.責任者及びスタッフ間での同行訪問による個別指導（随時）

・利用者一人一人のアセスメントの充実を図る。また、スタッフ全員が同様のケアを

行えるよう、手順書の整備、見直し、内容の充実を図り、福祉用具の検討、活用や

同行訪問を行って支援内容の引継ぎを確実に行う。 

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・業務委託事業所（訪問介護事業所・訪問看護事業所）との連携強化

収入・支出やマンパワーの状況を踏まえながら、定期巡回サービスに限定しない

両事業所にメリットのある事業運営と連携強化を目指す。

・登録ヘルパーの高齢化に伴う退職対策を実施する。少しでも長く働いて頂く為、自

分にあった職務形態を選択できるよう、選択肢に幅を持たせる為の検討・採用する。

また、職員紹介制度を活用し、身内や知り合いを募る。

・スタッフの柔軟性強化

訪問系サービスは、施設系とは違い、ハード面が整っていない住まいが多く、ス

タッフ個々の【発想力】【応用力】＝柔軟に対応できる能力が要求される為、

個々の実践的スキルに対し、各責任者及び管理者が評価し指導する。 

③ 働きやすい職場環境作り

・スマケアの活用により、記録時間、活動表作成時間の短縮を図る（記録等をスマー

トフォンで確認し、状況の把握に努める）。また、請求事務業務においては、スマ

ケア、トリケアと 2 つのシステムを活用することになる為、都度業務量等の確認を

行いながら、システム側とも連携を図り、効率的な業務の検討を行う。 

・スマケア（記録システム）の活用や、シフト・訪問調整を行いながら、定時退社が

できるように努める。また、適切な勤務時間を確保するため、職員の確保に努める。 

・職員の業務の可視化や勤怠状況の確認を行い、個々の能力に合った業務量であるか、

過度なストレス等の有無について面談等を通じて把握し、適正な人員配置と業務

配分での高い生産性と働きやすさの両立を目指す。 

・利用者宅で利用者と1対1での業務の場合もある為、職員からの聞き取りを適宜行

い、利用者及び家族からのハラスメントがないかを確認する。

・ハラスメントについての勉強会を実施し、知識の習得を行う。また、職場における

職員間でのコミュニケーションを大切にし、日頃から職員同士でより良い人間関

係を築けるように努める。

④ 施設・設備の改善

・セキュリティーリスク及び故障のリスクが高くなっている PC については、入れ替

えを行う。

   ・リース満了に伴う車輌について、順次事故防止の為のコーナーセンサーが装備され

ている車両へ変更を行う。 
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⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・事業所収入の中核を担う、定期巡回在宅利用者の外部居宅率向上の為、外部居宅及

び病院のＳＷ、薬局への営業を行う。（月 1 回以上）

・相談支援事業所あかりと調整し、居宅介護（障がい）のサービス利用に繋げる。

   ・エアコンの温度は、夏 28℃、冬 20℃に設定する。事務所にスタッフが不在の時は、

エアコンを消す。

・部屋全体の照明をつけるのではなく、必要な個所のみ一部照明をつける。不在時に

は、消灯する。

・４事業（定期巡回・訪問介護・居宅介護・総合事業）ある為、職員を効率的及び流

動的に動かし事業所全体でサービスの提供を行う。

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化

・虐待防止対策の強化

委員会の開催、指針の整備、研修を実施する。

・事故を起こしかねない危険個所については、全職員で情報を共有する。

3. 年間行事計画

事業所行事計

画 

防災訓練・感染

症対策 

地域交流計

画 

職員研修計画 内部監査 

4

月 

在宅会議・月

例会 

防火装置点検 在宅勉強会・月

例会 

5

月 

在宅会議・月例

会・第三者委員

会 

感染症机上訓練 在宅勉強会・月

例会 

6

月 

在宅会議・月

例会・介護医

療連携推進会

議 

高齢者虐待防止

委員会・高齢者

虐待防止研修 

在宅勉強会・月

例会 

7

月 

在宅会議・月例

会 

脱水予防・熱中

症予防 

在宅勉強会・月

例会 

8

月 

在宅会議会・月

例会・第三者委

員会 

感染症対策委員

会 

CM 向け定期

巡 回 サ ー ビ

ス説明会

在宅勉強会・月

例会 

9

月 

在宅会議・月例

会 

高齢者虐待防止

委員会 

在宅勉強会・月

例会 

自己点検シー

ト確認「質に関

する事項」 

10

月 

在宅会議・月例

会 

防火装置点検・

感染症研修 

在宅勉強会・月

例会 

11

月 

在宅会議・月例

会・第三者委員

会 

高齢者虐待防止

研修・BCP（災害）

机上訓練 

在宅勉強会・月

例会 
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12

月 

在宅会議・月例

会・介護医療連

携推進会議 

高齢者虐待防止

委員会・感染症

机 上 訓 練 ・ BCP

（災害）研修 

在宅勉強会・月

例会 

1

月 

在宅会議・月

例会 

在宅勉強会・月

例会 

2

月 

在宅会議・月例

会・第三者委員

会 

感染症研修 CM 向け定期

巡 回 サ ー ビ

ス説明会

在宅勉強会・月

例会 

3

月 

在宅会議・月例

会 

高齢者虐待防止

委員会・感染症

対策委員会 

在宅勉強会・月

例会 

自己点検シー

ト確認「質を確

保するための

体制に関する

事項」 
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令和 6 年度 小規模多機能ホーム哲ちゃん家事業計画 

1． 中期（令和 6 年度～8 年度）中期重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・人材獲得・人材育成とチームワークの強化

「人材獲得」については事業継続や質の担保の為に喫緊の課題である。災害時や感染症など、

BCP 資料を基に、全職員が初動から遅滞なく動けるように取り組んでいく。半年に１回、BCP

訓練（机上訓練等）を行い、職場の学ぶ姿勢や取り組み強化を行うことで事業所全体のスキル

をあげ、人材獲得へ向けてのアピールを行っていく。

・BPSD への取り組み

利用者個別に、評価を行い周辺症状や、認知症行動・心理症状などを把握し、認知症を患う

利用者の受け入れを積極的に行い、職員全員で取り組みチームワークを強化していく。 

・自治体や包括支援センター主催の会議や講習・研修などへ参加を促し、地域の問題や利用者の

困りごとに対応できる職員として人材育成を図っていく。

② 働きやすい職場環境作り

・介護記録などシステムを活用し、日々の業務改善に役立て、効率的な記録を行っていく。令

和６年度中には実施・改善していく。

・当事業所には、セラピスト配置されていない中、利用者ニーズにリハビリ項目が増えてきて

いる。現場介護職員でもリハビリメニューも選べる DX 機器の導入を検討し、予算化又は導入

していく。

・日々の職員健康管理（出勤前・業務活動前の健康管理）の継続。

・パワハラ・カスハラ・LGBTQ 等のハラスメントについても、研修の機会を作り職員全体で理解

を深めていくようにする。また、職員のメンタルヘルスケア等への配慮について、研修を行

い、また職員との面談により、早期に異変や心理状態の把握を行っていく。

・効率的な職場環境作りとして、ICT 化が進み、不安や苦手意識の高い職員も存在していること

から、ツールを日々活用していくことで苦手意識が薄れて、より働きやすい職場環境となる

ように、統合リスク管理室の方々へ、協力をもらい改善できるようにしていく。

【生産性向上】 

・令和６年度制度改正にも明記された、生産性向上等に通じた働きやすい職場環境作り。

議事録・会議録など、整備に必要な書類も多いことから、効率的に整備できるように半日から

でもテレワークを進めていく。（リーダー級の正規職員を対象）

・掃除洗濯やシーツ交換など、短時間業務で担えるシニア職員の採用を行い、現場の生産性向上

を図っていく。

【業務効率化】 

・介護現場での訪問介護など、業務も煩雑化してきていることから、訪問介護業務の見直しや、

家族で担える生活介護業務など、家族の同意や協力を促し、業務改善を図っていく。

また、オムツの種類や訪問時間帯などを検討し、無駄や無理のない業務を図っていく。

・送迎業務として、送迎予定表作成など時間と手間がかかっているため、より効率的に送迎が

組めるシステムを検討し、導入を図っていく。

・小人数での職場運営が必須であることから、短時間で効率的に訪問業務や送迎業務が図れるよ

うに、法人内事業所の訪問介護員の活用や、夜間帯のオムツ交換などできることから始め業務

の効率化と、事業所独自の取り組みを図っていく。
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③ 施設・設備の改善

・事業所の空調（エアコン）は、移転前の機種を継続して使用していることから、故障リスクが

高い為、年度内に計画的に数台（２～３台）から入替え整備していく。電灯機器など、数か所

LED へ今年度買い替えを行っていく。

・浴槽タイルの老朽化により、タイルが剥がれる危険性もかくなってきていることから、タイル

の修理を行っていく。修理期間は時間がかかる為、入浴サービスの調整や、短期間で改善でき

るようにしていく。

④ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・令和 6 年度の介護報酬改定に伴い、総合マネジメント加算減算とならないため、地域行事へ

の参加を促し、事業所独自の介護相談会などを開催し、地域に認められる事業所つくりを行

う。また、体制整備を行い新規加算について可能な限り取得していく。

・主治医の意見書により認知症加算取得していたが、BＰＳＤや認知症心理症状に合わせたケア

の取り組みや評価を行い、新認知症加算を取得していく。

・水道光熱費や給食費、燃料費、車両費等、様々なものが高騰しているため、燃料費として、送

迎の無駄や往復など（忘れ物など）をなくすようにチェック用紙を作成する。車両費として今

年度リース満了に伴い、1 台車両台数を減らしていくことで、燃料費や車両費経費削減を目指

す。またその他物品（衛生用品当）・業者の選定や代替品の検討を行い、経費の削減を行って

いく。

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化

・指針を基に、体制の整備や見直しを行い、マニュアルを職員が目に付くようにしていく。毎月のテ

ーマとして、事故発生時の対応や防止策・虐待に関する記事・身体拘束など、ラミネート資料とし

て作成し、トイレや職員ロッカーに貼り、意識付けを行っていく。

・職員の車両事故（在宅・業務中）等の発生を防ぐために、送迎ルートの確認や安全走行など、日々

意識付けを行っていく。

・職員の労災事故発生予防対策として、体操の推進や、午後休憩の割り振り・休憩への声掛け・定時

退社の促しなど、基本的なことを守り、職員の安全を守っていく。また、職員高齢化も進んでいる

ことから、業務割り振りなど、個別に合った業務と時間配分などを行っていく。
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3. 年間行事計画

事業所行事計画 防災訓練・感染症

対策  

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4 

月 

花見会 地域向け行事等

を記入  

 制度改正の理解 

5

月 

運営推進会議 

家族会 

生産性向上ついて 

6

月 

アジサイ見学 介護相談会 

おじゃったもん

せ会 

ＬＩＦＥの活用 

7

月 

運営推進会議 総合避難訓練 ＢＰＳＤの理解 

8

月 

海水浴場見学 ＢＣＰ机上訓練 

（風水害） 

9

月 

運営推進会議 

敬老会 

地域敬老会 上期事業運営につ

いて 

内部監査 

10

月 

運動会 

コスモス見学

八月踊り 

11

月 

運営推進会議 火災自主訓練（夜

間） 

12

月 

アンケート調査 ＢＣＰ机上訓練

（感染症） 

介護相談会 

おじゃったもん

せ会 

下期事業運営状況

について 

1

月 

運営推進会議 

初詣 

2

月 

3

月 

運営推進会議 棒踊り 
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令和 6 年度 小規模多機能ホーム花海家長寿園 事業計画 

1.中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

①利用者支援の基本目標

「循環型サービス提供体制」をさらに実践していくことで、利用者やご家族の信頼

を得て、恵仁会全体、あるいは池田グループ全体への貢献度を高めていくこととす

る。

 利用者の暮らしを知り、サービスの質の向上を実現するうえでは、「訪問支援」

の重要度は高く、「訪問支援のスキルアップ」と「訪問支援における利用者及びご家

族との関わりの充実」を目標の中心に据えて取り組むこととする。

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

「訪問支援のスキルアップ」を図ることは、利用者やご家族とのコミュニケーシ

ョンの技術向上に向けて研修への積極的な参加、OJT の活用により、効率的な人材

育成を実現する。また、ショートミーティングの機会を設けて事業所内職員の連携

を高めていくとともに、連携機関との意見交換や情報共有などにおいて、それを担

うことができる職員を育成して、人材育成とチームワークの強化に繋げていく。

③働きやすい職場環境作り

ICT を活用した業務の効率化や研修機会の確保をさらに力強く推し進めることで働

きやすい職場環境を実現し、技能実習生を含めた多様な職員がともに支え合い、成長

できる職場を作る。介護労働者雇用管理責任者職員を中心とした 5S 活動を実施すると

ともに、ハラスメント対策やメンタルヘルスサポートを実践する。事業所が、職員に

とって介護等の知識や技術の向上に資するだけでなく、人間としての成長を促すもの

となるように、環境を整えていく。

  また、このことは定期的に職員間の意見交換によって評価を行うとともに、業務の

効率化等においては必要経費、日常業務の職員配置の経時的な比較検討を行うことで

フィードバックに繋げることとする。

④施設・設備の改善

  施設管理職員を中心として、施設や設備の定期的な点検を行い、実際に故障してし

まう前に異変や異常に気が付いてメンテナンスや必要な交換等を行うことを心掛ける。 
  劣化が見られる設備等においては、単に交換や入れ替えを行うだけでなく、本当に

必要なものであるか見きわめを行ったうえで、SDGs にも配慮して選定し、省力化や耐

性を高めることとする。

  また、災害発生時等非常時の電源設備等については今後数年間を掛けて、電源設備

の形式を含めてその必要性を検討することする。
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⑤入居率、稼働率の向上

（1）上期及び下期利用者平均登録者 29 名 ※常時待機者 2 名以上の確保。

（2）主に訪問支援での関わりの充実を図り、重度化しても安心して自宅と花海家長

寿園で過ごしていくことができる環境を作る。

・訪問支援においてさらに柔軟な対応を実践し、要介護度が重度化しても安易に

通いサービスや宿泊サービスの回数を増やすという選択をせずに、訪問支援に

よる臨機応変な対応を行うことで、安心して暮らしていくことができる環境を

構築する。

・訪問支援の充実を含む在宅生活の延長のための取り組みや、あるいは認知症の

利用者の対応力の向上については、令和 6 年度の介護報酬改定で評価されると

ころであり、また、今後の介護保険制度においても根幹となり得るものである

から、職員全員で取り組んでいく。

・一人ひとりの職員の心掛けによって水道光熱費の経費高騰対策を実践し、また、

燃料代を含む物品購入費においては適宜購入先の再検討を行うなどして経費削

減に取り組む。

2.事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化

・安全管理委員会を定期的に開催して、全職員で安全な環境作りに取り組む。利用者

の安全のみならず、働く職員にとっても安全な環境の構築が実現できるように、衛

生推進者を中心として 5S 活動に取り組む。

・花海家権利擁護委員会を定期的に開催して、事業所における虐待や身体拘束は当然

ない、あるいは虐待に繋がり得るような言動の撲滅を目指す。また、利用者がご自

宅や地域においても有する権利を脅かされるようなことがないように、ご家族や地

域の民生委員などとも連携を行いながら権利擁護を実践する。
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3.年間行事計画

月 事業所行事計画
防災訓練

感染症対策
地域交流計画 職員研修計画 内部監査

４

花・野菜植え付け

桜花見

鶴羽町内会総会

花華オレンジドラ

イブ

（以降毎月実施）

職員会議

ケア会議

安全管理委員会

権利擁護委員会

感染症対策委員会

（以降毎月実施）

５

相談苦情検討委員会

運営推進会議

感染症模擬訓練

（ BCP に 基 づ

く）

災害対策研修

６

アジサイ見学の

ドライブ 

受水槽清掃

消防用設備点検

町内会防災避難訓

練

接遇・倫理・

プライバシー研修

７

七夕飾り作り

運営推進会議 

事業所外部評価

町内会一斉清掃

高千穂神社夏越祭

り

事業所内部

監査

８ 相談苦情検討委員会

９

花・野菜植付け  

運営推進会議

敬老会

防災避難訓練（自

主）

レジオネラ菌

検査

地域の敬老会 認知症サポーター

養成講座

１

０

芋ほり大会 感染症対策

実技勉強会

権利擁護研修

事例検討会

１

１

相談苦情検討委員会

運営推進会議

イチョウ見学の

ドライブ

BCP 机上訓練 
受水槽清掃

インフルエンザ

予防対策

感染症対策研修

１

２

クリスマス会

年末年始準備

消防用設備点検 町内会大掃除

餅つきそば打ち大

会

ハラスメント対策

研修

１
正月行事 

運営推進会議

交通安全研修

２
相談苦情検討委員会

節分

３

ひな祭り

家族会

運営推進会議

防 災 避 難 訓 練

（総合）

レジオネラ菌

検査

鶴羽町内会総会
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令和６年度 グループホームふれあい 事業計画 

１．中期（令和６年度～８年度）重点項目 

①利用者支援の基本目標

・接遇、権利擁護の学習の継続と徹底。

・個別ニーズの把握に努め、満足度の高いケアを行う。

・認知症ケアの質の向上を目的とし、ミーティングや在宅勉強会、外部研修を通して学習 

の機会を持つ。 

・主治医、歯科医師、訪問看護師との情報の共有

・ご家族の満足度の把握（モニタリング時や家族会時にアンケート実施）

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・各職員へ紹介制度を随時伝える。

・SNS を利用し介護の楽しさが伝わるよう発信する。

・専門職としての知識、技術、利用者への接遇等、グループホーム職員としての資質向上

を目的とした研修への参加。

③働きやすい職場環境作り

・入浴用リフト、介護リフト（スマイル）を活用し職員の身体的介護負担の軽減を図る。

・記録システムを活用することで記録時間を短縮する。

・眠りスキャンの全居室導入と活用により、夜勤職員の負担軽減を図る。

・TFS の弁当、クックデリを使用することで台所に立つ時間を短縮し、ご利用者との時間

を増やす。

・職員とコミュニケーションを取り、心身状態の把握と共に、年齢や個人差の状況を見な

がら業務の適正化を図る。

・ハラスメント防止の為の研修への参加、相談窓口の周知を行う。

・各職員の有給休暇取得状況を管理し、有給休暇を年 5 日以上確実に取得する。

④施設・設備の改善

・居室の床についてはすでに補修が必要な板が剝がれている所は都度行っている為、板張

りの廊下やリビングも含めて今後も計画的に修繕していく。

・壁に車椅子の擦れた傷が目立ってきているため修繕していく。

・浴室の排水溝から下水の匂いが上がってくるためフィルターを設置する。

・事業所内照明の LED 化を進める。

⑤入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・年間稼働率 99％を目標とする。

・入居申し込み者の状況を定期的に確認し、待機者の更新を行い空床時は 3 日以内の入

居につなげる。

 ・入院を防ぐために日常生活の健康管理を行う。また、ヒヤリハットを活かし事故を防ぐ。 

・他事業所との連携を図り申込者に合った事業所の提案を行う。
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２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・日常のヒヤリハットを職員間で共有し、利用者の状態把握に努め事故防止対策を行う。 

・事故発生時には原因分析と改善策検討する。

・職員は業務開始前に怪我を防ぐための準備運動を行う。

・事業所内の整理整頓を随時行う。

・虐待防止のための指針を基本とし、職員ミーティング時、運営推進会議時に委員会の

開催を行い、また、全職員が年に 2 回以上研修を受ける。

・新入職の際は、1 月以内に虐待防止に関する研修を受講する。

３．年間行事 

事業所行事計画 防災訓練・感染症

対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4

月 

花見・ドライブ 感染症・安全管理 町内会総会 在宅勉強会 

感染症訓練 

5

月 

バラ園見学・ 

運営推進会議 

感染症・安全管理 運営推進会議 在宅勉強会 

BCP 訓練 

6

月 

アジサイ見学

買い物支援 

感染症・安全管理 奉仕作業 在宅勉強会 

7

月 

七夕・そうめん

流し・ 

感染症・安全管理 

火災避難誘導訓練 

運営推進会議 在宅勉強会 

8

月 

ぶどう狩り・バ

ーベキュー 

感染症・安全管理 在宅勉強会 

9

月 

家族会 感染症・安全管理 

水質検査・BPC マニ

ュアル見直し 

運営推進会議 在宅勉強会 

10

月 

外食 感染対策実技訓練 

インフルエンザ対

策 

在宅勉強会 

感染症訓練 

11

月 

コスモス見学 感染症・安全管理 運営推進会議 

(外 部 評 価 含

む) 

在宅勉強会 

BCP 訓練 

事業所内内

部監査実施 

12

月 

地域交流・クリ

スマス忘年会

感染症・安全管理 

インフルエンザ予

防接種 

高齢者クラブ

との交流会 

在宅勉強会 

１

月 

初詣・外食 感染症・安全管理 運営推進会議 在宅勉強会 
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２

月 

節分 感染症・安全管理 

自主避難訓練 

在宅勉強会 

3

月 

ひな祭り・家族

会（満足度アン

ケート含む）

感染症・安全管理 

水質検査 

運営推進会議 在宅勉強会 

＊毎月のミーティングで感染症・安全管理・虐待防止・身体拘束についての時間を設ける。 

＊年間行事については、感染症の状況に応じて対応する。 
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令和６年度 グループホームあいら 事業計画 

１．中期（令和６年度～８年度）重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・福祉に従事する者としてのコンプライアンスの遵守、入居者に対する職員の態度や

言葉遣い等の課題有無を各リーダー及び管理者が把握し、適宜、支援等に疑問を感

じる職員に対して指導・教育を行う。

・認知症ケア及び中重度者ケア実践の体制整備と強化に努める。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・休暇取得を含め、事業所で働きやすい環境をつくり、職務形態の常勤化及び自分に

あった形態の選択肢の幅を利かせた雇用スタイルを目指す。

・職員の約三割が若手である。若手がさまざまな事を学び、吸収できる場を多くもて

るように、事業所内研修の開催、外部主催のオンライン研修等への積極的な参加を

促し、自己・事業所の振り返りの機会を設け、入居者処遇や介護技術のスキル向上

を目指す。

・経験豊富な職員がもつ専門的知識や技術をそのままにするのではなく、若手や中途

採用者への教育を通して知識・技術の落とし込みを行ってもらう。情報の更新が必

要な訓練・対策に対しては、様々な研修会に参加してもらい、新たな学びや発見を

自業所内の教育として実施して頂く。

・職員紹介制度の内容を周知し、職員獲得に繋げる。

③ 働きやすい職場環境作り

・記録システム（寿・ケア＋）を導入して 3年目。入力する職員が限定されている

のも現状である。退職者前年 2名あり、介護記録やアセス・モニタリング等の項目

説明まで行うことができていない為、本年度も継続して全職員が入力できる体制を

整備し、業務効率化を図る。 

・天井走行リフト使用による安全な介護方法と効率化、職員の腰痛等の労働災害を防

止する。

・生体センサー（眠りスキャン）を全室へ導入し、職員の負担軽減（居室訪室回数の

減少、利用者の活動リズム把握など）を図る。

・配食サービス（トータルフードサービス、クックデリ）を利用。GHとして食事作り

は大切な日課といえるが、配食サービス利用により調理業務を効率化して、削減時

間を利用者処遇にあてたり、記録業務を行うなどし、残業をなくす。

④ 施設・設備の改善

・修繕箇所の調査。築 20年経過し、外壁が木造のため劣化が見受けられる。雨風に

よる浸食防止のためにも外壁塗装の必要性を感じており、業者へ調査依頼し、令和

6年度～7年度にかけて予算化し、修繕していく。

・居室のエアコン３台ほど不具合が出てきている。令和 6年度の夏前に 1台は交換を
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行う。 

⑤ 入居率、稼働率の向上

・入居率向上へ向けて、まずは現在の入居率維持のために入居者の体調管理、異常早

期発見・必要に応じて受診を行える観察力・判断力・対応力を養い、退去もしくは

長期入院による稼働率低下を回避する。

・年間稼働率 98.2%を目標に掲げ、年間 18床の登録が行なえるよう常に待機者の情報

を共有し、利用者の取りこぼしがないように関係機関と連携を図る。

・人員基準遵守、取得している加算取得の維持は勿論、令和 6年度介護報酬改定の新

設加算等の取得に向けた体制を整備する。

・水道光熱費の削減を毎年取り組んでいる。夏場 28℃、冬場 20℃に設定した冷暖房

の管理に努める。

・事業所内照明（居室・廊下・事務所）の LED化を実施。

・生活用品及び事務用品の洗い出し、購入品・購入頻度等の見直しを行うことでコス

ト削減に繋がっているため、今年度も継続する。

２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止(身体的拘束含む)等への対策強化 

・事故発生防止、発生時の適切な対応推進。この体制で良いのかと思う部分はないの

か、不安や疑問に感じるものがあれば、毎月のミーティングなどで職員同士、対応

方法の意見交換などを行う。

・虐待防止等への対応、安全のためという自己都合の解釈がないように対策しながら

委員会、研修及び訓練（シミュレーション）の実施。

３．年間行事計画 

月 事業所 

行事計画 

防災訓練 

感染対策 

地域交流計画 職員研修計画 内部監査 

4月 誕生会 害虫防除 ドライブ 法令順守 

事業計画 

5月 

運営推進会議 

安全管理委員会 

害虫防除 

グランドゴルフ 

GHあいら杯 

災害ＢＣＰ 

6月 サクラ防災点検

害虫防除 

黒羽地区奉仕作業 食中毒 

7月 運営推進会議 

誕生会 

害虫防除 ノーリフト

8月 誕生会 安全管理委員会 

害虫防除 

黒羽地区奉仕 

作業 

熱中症 

9月 家族会 

運営推進 

レジオネラ検査

害虫防除 

安全管理 内部監査 
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会議 自主避難訓練 

10月 誕生会 火災避難誘導訓練 吾平町 

敬老会参加 

高齢者虐待 

11月 文化祭参加 

運営推進会議 

誕生会 

インフルエンザ予

防接種 

安全管理委員会 

吾平町 

文化祭 

交通安全 

12月 クリスマス会 ワックス清掃

消防点検 

黒羽子地区 

奉仕作業 

防犯 

1月 初詣 

運営推進会議 

看取り 

2月 節分豆まき 

恵方巻 

スプリンクラーの

貯水槽清掃 

安全管理委員会 

感染症 

3月 家族会 

ひな祭り 

運営推進 

会議 

レジオネラ検査 避難訓練への地域の

参加 

（消防立ち合い） 

ドライブ 

プライバシー保

護について 

※ 毎月のミーティングで感染症・安全管理・身体拘束廃止委員会の時間を設ける。

※ 年間行事についてはコロナウイルス感染状況に応じて対応する。
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令和６年度 プライエボーリ優花里 事業計画 

1. 中期（令和６年度～８年度）重点項目

① 利用者支援の基本目標

基本理念のもとに利用者一人ひとりの希望や想いをくみ取り、『その方の自己実

現を大切にする』ケアを実践していく。また、家族へ利用者の生活の様子などを

定期的に連絡し、細やかで丁寧な対応を行い良好な関係性を構築し、利用者・家

族の安心に繋げていく。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・事業所の魅力を感じてもらえるよう、風光明媚な環境や介護ロボットの紹介等を

盛り込んだ内容をＳＮＳ等を通じて発信、定期更新を継続していき、人材獲得に

繋げる。

・各職種の業務内容の見直しを図り、業務や役割を循環させ、スタッフ間の連携を

高めていく。

・年 1 回以上の職員の研修参加を積極的に促進し、各々が業務に必要な知識を習得

する事でチームに貢献できる人材を育成し、チームワークの強化につなげてい

く。

③ 働きやすい職場環境作り

・全部門の LINE WORKS を活用し、情報の伝達、共有に加え、オンライン会議等にも

活用し、円滑に業務や会議が進むよう取り組む。

・眠りスキャンからの情報を基に、ケアの時間や方法を検討し、ケアに係る時間の縮

小、介助の負担軽減を目指していく。 

・記録などをデータ化して保管する事で、これまでの書類整備にかかっていた時間を

縮小しゆとりをもったケアに繋げる。 

・介護労働者雇用管理者職員を中心にスタッフへの定期的な面談を行いハラスメン

ト対策やメンタルヘルスサポートを実践していく。

・各職員が、有給休暇を年 5 日以上、確実に消化する為、毎月一覧での有給消化の管

理を行い、計画的に職員の有給消化を進め心身共に働きやすい環境をつくる。

・コピー用紙等の費用を削減・カラーコピーの削減や必要物品のオンライン注文等を

行い移動、運搬にかかる費用の削減も行うなど、業務における【ムリ・ムダ・ムラ】

をなくした業務効率化に取り組む。 

④ 施設・設備の改善

・施設点検を施設管理職員にて行い、必要なメンテナンスをこまめに行ってく。

・先を見据えた修繕計画を立て、計画に沿った修繕を実行し建物の寿命を伸ばし大

掛かりな工事を防げるよう努める。
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⑤ 入居率、稼働率の向上

・各所へ、ひと月に 1 回の訪問活動を継続する。感染症の状況等により活動が行えな

い場合は TEL やメール等で優花里の情報発信を行い、日頃から関係窓口との良好 

な関係性を構築する。 

・入居者のケアを細やかに行い、スタッフ間で気づきを共有し早めの受診・治療に繋 

げ重症化を防ぐ事で入院を予防し、入居率・稼働率向上につなげる。 

２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止(身体拘束含む)等への対応強化 

・防げる事故、防げない事故を考え被害軽減策の視点を持って対策を考える。

・虐待に繋がる不適切なケアと感じる事がないかを毎月、職員会議で確認する。

・車両運転前の安全確認と職員の心身状況の確認を徹底する。

・KYT を行い、入居者様の生活環境や職場環境に危険がないかを検討する。

（上期１回、下期１回）

３. 年間行事計画

月 事業所行事計画
防災訓練

感染症対策
地域交流計画

職員研修計

画
内部監査

４

月

家族アンケート

花見ドライブ 

食中毒対策

感 染 症 対 策

委員会 (以降

毎月実施) 
身 体 拘 束 廃

止委員会

鶴羽町内会総会

オレンジ花華ド

ライブ（以降毎

月実施） 

職員会議

ケア会議

（以降毎月

実施）

５

月

相談苦情検討

委員会

運営推進会議

模擬訓練

（BCP に 
  基づく）

災 害 対 策 研

修

６

月

アジサイ見学 受水槽清掃

消防用設備

点検 

町内会防災避難

訓練

接遇・倫理・

プ ラ イ バ シ

ー

研修

７

月

七夕飾り作り

運営推進会議  

熱中症対策 町内一斉清掃

高千穂神社

夏越祭り 
８

月

相談苦情検討

委員会
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９

月

運営推進会議

敬老会

防 災 避 難 訓

練（自主）

レ ジ オ ネ ラ

菌検査 

地域の敬老会 認知症

サポーター

養成講座

１０

月

秋の遠足

（家族参加）

身 体 拘 束 廃

止委員会 

権 利 擁 護 研

修

事例検討会

１１

月

相談苦情検討

委員会

運営推進会議 

BCP 
机上訓練

受水槽清掃

イ ン フ ル エ

ンザ対策

看取り研修 事業所内部

監査

１２

月

クリスマス会 消防用設備

点検

ノ ロ ウ イ ル

ス対策

町内会大掃除 ハ ラ ス メ ン

ト

対策研修

１

月

初詣

運営推進会議

交 通 安 全 研

修

２

月

相談苦情検討

委員会

節分

）

３

月

家族会

運営推進会議

防 災 避 難 訓

練

レ ジ オ ネ ラ

菌検査

鶴羽町内会総会

71



令和６年度 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 事業計画 

１．中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

１）利用者支援の基本目標

①入居者、ご家族の満足度調査を年度始めの４月と、年度末の３月にアンケートで実施。

入居されている方のニーズを把握した上で職員と情報共有し、ニーズに沿った支援

を展開する。

②計画しているミーティング内の勉強会、リモート等の勉強会、研修だけでなく、ケア

内容・知識を日頃の業務の中で職員と共有・確認し支援の質の向上に努める。

③入居者のニーズに沿った介護サービスの利用ができるよう、ご家族・関係事業所へ施

設での様子、情報を提供し、安心安全な暮らしを提供する。

２）人材獲得・人材育成とチームワークの強化

①職員の紹介制度をフルに活用し、（前年度紹介は０名、一昨年は１名）法人、事業所

の良さ、売りを発信・紹介できるように、職員と情報共有し啓発活動に尽力する。（例：

事業所の求人ポスターを作成し張り出しを行う）

②エルダー制度や教育係を付け、管理者、リーダーと協議し職員育成に努める。また、

キャリアアップとして資格を持っていない職員へ資格取得を促進しエルダー、教育

係と共に進め、資格取得をする。 

③他事業所への研修を実施し、自事業所には無い介護スキルや現場環境、対象利用者の

違いに伴う支援方法を取り入れる。

④職員同士での面談や、言いたいことが言える環境整備、ミーティング内でのグループ

ワークの実施にて職場内での繋がりを強化する。

３）働きやすい職場環境作り

①現状、記録システム、眠りスキャンを導入しており、使用しての評価を実施し、コス

ト削減や業務改善できた物を可視化しさらなる効率化へ繋げる。

②ハラスメントに関する研修を受講し、職場内にハラスメントが起きないような風潮

を作り、徹底する。

③職員同士、声を掛け合い、業務の残しがあっても協力し定時出勤、退勤の徹底と義務

化を行う。

④有給休暇の消化とリフレッシュ休暇（３日連続休み）の取得。又、週休３日制の導入

を検討する。

４）施設・設備の改善

①予算策定の前に老朽化が進んでいる物品、設備をリストアップし改善等の速やかな

実施。（昨年度では、テレビ、洗濯機の故障が１件ずつ有り）

②年始アンケート実施の中で入居者、ご家族から見た、事業所内設備のニーズ聞き取り

により設備改善へ着手する。（ベッドの老朽化やエアコンの故障等）
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５）入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

①入居率９８％の予算を割らないよう、入居者の体調管理、状態観察に務める。長期の

入院が見込まれた場合は、池田グループの支援の強みを提案し、退所となった場合で

もグループで支える動きをする。

②退居から３日以内の新入居を迎えられるよう、ケアマネ・職員と情報共有、準備を徹

底する。（前年度３日以上空いたケースは４件）

③物価やエネルギー価格の高騰が続いている中、不必要物品の購入を防ぐため、必要物

品の固定化と業者選択、又、使用していない電気は消す等、個人でできる事を定着さ

せ経費削減の実施。

２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束を含む）等への対応強化 

１）BCP および事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止等への対応強化

①毎月のミーティング時の安全管理委員会の中で、BCP の指針を確認し、BCP 計画に

基づき業務遂行を基本とした、事故防止の話し合いを行う。

②定期巡回活動での車両運転がある為、車両事故を無くすよう注意喚起や研修受講。

③虐待防止対策及び身体拘束廃止の一環で、職員の内外部研修受講。

④労災防止の観点より、ミーティング内で例を含めた予防策の話し合い、注意喚起。

３．年間行事計画 

・ 日常の生活の延長として変化や楽しみを持ちいきいきと出来る時間を増やしてい

く事を目的とし、施設内外の全体としての行事を計画的に行っていく。その上で、入

居者や家族の要望に応じて新しい行事等も検討し加えていくこととする。

事業所行事計

画 

防災訓練・感染

症対策 

地域交流計

画 

職員研修計

画 
内部監査 

４月 ・年始アンケ

ートの実施 

BCP 対策訓練・感

染症に関する勉

強会（月に一度の

ミーティングの

中で） 

○６月：避難訓練

（ 自 主 訓 練 ） 

○嘔吐物処理、感

染症対策合同研

・笠之原小

学校交流学

習（福祉体

験等） 

・笠之原エ

・事業計画

について 

５月 ・母の日の祝

い 

・有料老人

ホームにつ

いて 

６月 ・父の日の祝

い 

・接遇につ

いて 

７月 ・七夕 ・認知症に

ついて 

８月 ・救急蘇生

法について 

９月 ・敬老会

・家族会

・介護保険

について 

73



１０

月 

修 

○１２月：避難訓

練 

（ 自 主 訓 練 ） 

○３月：避難訓練

（ 消 防 立 会 ） 

リア秋祭り

・朝の立哨

（感染の状

況見なが

ら） 

・権利擁護

について 

自主点検 

１１

月 

・感染症対

策について 

１２

月 

・クリスマス

忘年会 

・交通安全

について 

１月 ・初詣企画 ・介護技術

について 

２月 ・災害時の

対応 

３月 ・家族会

・年度末アン

ケートの実施

・栄養、嚥

下について 

＊その他、季節行事や食事企画の実施等は感染状況をみて随時行う。 
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　令和 6 年度 住宅型有料老人ホーム げんき 事業計画　 

1． 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 
① 利用者支援の基本目標（旧：サービスの質の向上）

○「社会福祉法人恵仁会職員 10 の心得」を遵守し、恵仁会の職員であることを自覚し、日々

のケアに努める。

○ご家族への情報発信を大切にし、LINE や SNS での連絡体制を図り、入館できない場合は、

オンライン面会を実施する。

○高齢者介護（倫理・技術・栄養・医療）に必要な知識・技術を養うため、在宅勉強会、オン

ライン等の外部研修の年間研修計画に沿って研鑽する。

○記録システムを活用し、入居者の体調管理を把握。早めに体調変化に気づき、申し送りの徹

底、提携医療機関との連携強化を行い、入居者の入院件数・日数の減少に努める

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

○恵仁会の SNS を活用し、事業所の企画や生活の様子の情報を発信していく。

○法人、事業所の良さを職員と共有し、職員の紹介制度を活用して獲得していく。

○職員としての心構え・基本理念・基本方針・高齢者介護を正しく理解するために、全職員が

必要なテーマを受講できるよう在宅勉強会や法人勉強会、外部研修に参加する。

○職員の基本介護技術は、OJT により学び、自信を持って日々の業務を遂行できる力を養うと

ともに、やる気向上と時代に合った介護サービスの提供に取り組む。

③ 働きやすい職場環境作り

○一つ一つのケアにおいて、あり方を意識し、根拠あるケアを行い「なぜ？」「どうして？」を

考えて行動する。

○モニタリングや病院受診、ご家族へ状況説明を行う際に、記録システムのグラフや写真を活

用し、文章は簡潔に記載するなど内容が充実し見やすくなるよう工夫する。

○不必要な超過勤務は無くし、業務の効率化、円滑な引き継ぎを行い定時退社ができるよう心

掛ける。

〇夜勤業務効率化として、導入している生体センサーを活用し、見回り業務の効率化を行い、

しっかりとした仮眠時間の確保を行う。

〇記録システム、眠りスキャンの導入に伴い、活用時の評価を実施し、コスト削減や業務改善

できたことを可視化し、さらなる効率化へ繋げる。

④ 施設・設備の改善

〇設置設備及び事業所全体が老朽化しているところがないか、経営状況、資金の確保を前提に

事業所・設備の運営、管理、改修、建替え等について、長期的な視点に立って計画的に取り

組んでいく。

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

○令和 5 年度の実績を踏まえ、入居率 95％以上、退居後入居 3 日以内、介護サービス利用実

績 90％以上を目標とし、事業所を運営する。※常時待機者 2 名以上の確保を行う。

○新規入居者及び待機者を確保する為に営業の取り組みとして相談センターや居宅、池田グル

ープ、地域包括支援センターと定期的に情報共有し、待機者確保に努める。

○満床の時から、毎月の入居申込者の更新を継続し、申込者と顔なじみの関係を築き、法人内

事業所と共有する。

○入居中から、入居者の次の方向性を家族やＣＭと定めておき、グループで支える動きをとる。 
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2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への対応強化 
○入居者の事故を防ぐために、生体センサーや見守りセンサー等の機器を導入しているので、

しっかりと活用できるように職員へ周知し、入居者、職員の負担軽減、安心安全な介護を提

供しつつ、自立支援を推進する。 
〇労働災害の予防に努め、職員が安全健康に働ける職場環境を構築する。 
① 転倒防止対策への取り組み 
② 腰痛予防研修の実施 
③ 働きやすい作業環境の取り組み 
④ 車両事故、労災関係のアクシデント、ヒヤリハットについてミーティングで取り上げて 

共有していく。 
 

3. 年間行事計画  
 事業所行事計画 防災訓練・感染

症対策 
地域交流計画 職員研修計

画 
内部監査 

4 月 花見 
 

居室の環境整備 
災害用備蓄確認 

地区花見会 
サポートワーカー 

・ 在 宅 勉 強

会 
（事業計画・

内容等） 

 

5 月 カレー作り 
第三者委員会 

感染予防対策実

施（インフルエ 
ンザ、ノロウイ

ルス等） 
ＢＣＰ対策 

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
・権利擁護 

 

6 月 紫陽花見学 
 

救急蘇生法 
防災訓練 

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
 

7 月 お寿司企画 熱中症・食中毒

予防 
養護学校 
交流会 

・ 在 宅 勉 強

会ハ 
ラ ス メ ン ト

対策 

 

8 月 ソーメン流し 
第三者委員会 

居室・リビング

の環境整備 
行方不明模索訓

練 

・下祓川地区清掃

活動 
・ 在 宅 勉 強

会 
 

9 月 敬老会 感染症リスクマ

ネジメント（嘔

吐処理） 
レジオネラ検査 

 
業務継続に向け

た取組（感染症

や災害が発生し

た場合を想定し

業務継続に向け

た計画の策定、

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
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研修の実施、シ

ミュレーション

の実施） 
10 月 足湯（桜島） 

デイ運動会 
感染予防対策実

施 
インフルエンザ

対策 

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
 

11 月 コスモス外出 
第三者委員会 

感染予防対策実

施 
ノロウイルス対

策 

サポートワーカー 
鹿屋小交流会 

・ 在 宅 勉 強

会 
・ 高 齢 者 虐

待 防 止 研 修

（ 身 体 的 拘

束適正化） 

有料老人ホー

ム自主点検表 
に基づいて適

切な法人運営

及びサービス

の提供体制の

確保を図る 
12 月 クリスマス忘年

会 
感染症リスクマ

ネジメント（嘔

吐処理） 

・下祓川地区 
清掃活動 

・ 在 宅 勉 強

会 
 

 

1 月 初詣 居室・リビング

の環境整備 
防災訓練 

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
 

2 月 お寿司企画 
第三者委員会 

誕生会 

感染予防対策実

施 
ＢＣＰ対策、 

サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
 

3 月 ひな祭り  
運営懇談会・家

族会 
満足度アンケー

ト実施 

居室・リビング

の環境整備 
サポートワーカー ・ 在 宅 勉 強

会 
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令和 6 年度 住宅型有料老人ホーム新川長寿園事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

① 利用者支援の基本目標

・福祉に従事する者としてのコンプライアンスの遵守、入居者に対する職員の態度・

言葉遣い等の課題有無を管理者が把握し、適宜、指導・教育を行う。

・高齢者介護（倫理・技術・栄養・精神・医療）に必要な知識・技術を養えるよう

事業所内研修を毎月１回実施する。また、外部主催のオンライン研修への積極的

な参加を管理者が職員に提案し、自己・事業所の振り返りの機会を設け、入居者

処遇・介護技術のスキル向上を目指す。

・認知症ケア及び中重度者ケアに対する体制の整備・強化に努める。

・入居者、ご家族の満足度調査を１０月・年度末の３月にアンケートにて実施、ニ

ーズを把握したうえで全職員と情報を共有しニーズに沿った支援を展開する。

② 人材獲得・人材育成とチームワーク強化

・事業所内の概要や企画報告を HP・SNS 等で発信、福祉分野にやりがいを感じて貰

える様な情報の可視化に積極的に取り組む。

・法人、事業所の良さや強み、職員紹介制度の内容を職員へ周知、共有し職員獲得

に繋げる。

・入職時の事業所内研修をエルダー制で実施する。指導者側の知識・対人援助技術・ 

モチベーション等の向上が期待できる。

③ 働きやすい職場環境作り

○生産性向上

・記録システム導入後の評価・分析から操作マニュアル等を作成し、全職員が入力で

きる体制整備を引き続き行うことで業務効率を強化する。

・入居者の重度化、職員の腰痛等の労働災害防止対策として、移乗用リフト活用の

検討、また、見守り機器導入による生産性向上を図る。

・毎月ミーティングを開催、ハラスメント対策、メンタルヘルスケア等の内容を職

員に確認、職員の健康管理や職員間のコミュニケーションの大切さを周知する。

○業務効率化

・職員にタイムスケジュールに沿った業務遂行の指示を管理者が行い、業務改善と

効率化を図り、定時退社に努める。

・業務改善（役割分担の整理）や経費削減を可視化し、更なる効率化へ繋げる。

・夏場 28℃、冬場 20℃に設定した冷暖房の管理に努め、経費削減を図る。

・生活用品及び事務用品の洗い出し、購入品・購入頻度等の見直しを適宜行い、燃

料費含むコスト削減に努める。

④ 施設設備の改善

・事業所内の老朽もあり、照明工事や LED 化、今後修理を要する部分を把握し、事

務局と協議する。

・現状も進めているリース等の備品を見直し、コスト削減に努める。

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

・令和 5 年度の実績を踏まえ、入居率９５％以上、退居後に入居３日以内、介護サ

ービス利用９０％を目標とし、内外部事業所と連携を図り運営に努める。
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・入居者の体調管理に努め、異常の際に早期受診を行える観察力・判断力・対応力

を養い、長期入院による稼働率低下と入居者の重症化を回避する。

・法人内の入所系事業所と入所申し込み等の情報共有を行い、空床対策に努める。

・入居者の状態変化への柔軟な対応をとり、家族・ケアマネと協議したうえで、

法人内のサービス事業所に繋げる。

・毎月 1 回をベースに、管理者または担当職員が待機者情報を関係機関に連絡し更

新をかける。

・外部居宅・病院（SW）・老健等への事業所の概要及び強み等を発信し、外部とのネ

ットワーク体制の構築に努める。

・入居者が利用するサービス事業所の取得加算を全職員が把握したうえで、事業所

の人員・運営基準等の確認、新設加算等の動向把握及び法人内サービス事業所が

取得できる様、協力体制の整備に努める。

2. 事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体的拘束含む）等への強化

・BCP（業務継続計画）委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練（シミュレーショ

ン）の実施し、周知する。

・感染症及び災害が発生した場合、計画に沿って継続した業務遂行が行えるようマ

ニュアルの整備に努め、職員へ周知する。

・防げる事故、防げない事故への視点を持ち、対策を考え、共有する。

・虐待防止委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練（シミュレーション）を実施

し、虐待に繋がるような不適切なケアがないか面談やミーティング等で確認する。 

3． 年間行事計画 

月 
事業所行事計

画 

防災訓練 

感染症対策 
地域交流計画 職員研修計画 

内部監査 

４ 花見・誕生会 
環境整備・災害用

備蓄確認、整備 

施設内研修： 

事業計画につい

て 

５ 母の日・誕生会 感染症研修 地域清掃 

施設内研修： 

有料老人ホーム

について 

６ 
父の日・そうめ

ん流し・誕生会 

高齢者虐待防止、

身体拘束廃止委員

会・業務継続計画

（BCP・感染症）委

員会、BCP 研修・避

難訓練 

施設内研修： 

接遇・連携 

７ 七夕・誕生会 

高齢者虐待防止研

修・BCP、感染症訓

練 

子供会との七夕

交流会 

施設内研修： 

認知症ケア 

８ 
お盆供養・墓参

り・誕生会 
衛生管理（自主） 

施設内研修： 

権利擁護 
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９ 
新川敬老会・誕

生会 

BCP、感染症対策委

員会 

施設内研修： 

介護技術 

１０ 

コスモス（霧島

ヶ 丘 ）・ 誕 生

会・アンケート

実施 

高齢者虐待防止、

身体拘束廃止委員

会・感染症研修 

施設内研修： 

苦情相談 

１１ 誕生会 感染予防対策 
施設内研修： 

感染症対策 

１２ 
ク リ ス マ ス 忘

年会・誕生会 

高齢者虐待防止研

修・BCP、感染症対

策委員会、研修、

訓練 

地域清掃 
施設内研修： 

BCP 研修 

１ 
お正月初詣・誕

生会 

避難訓練（消防立

ち合い） 

施設内研修： 

交通安全 内部監査 

２ 
節分（豆まき） 

誕生会 

高齢者虐待防止、

身体拘束廃止委員

会・衛生管理（自

主） 

施設内研修： 

災害時・緊急時の

対応 

３ 

ひな祭り・家族

会・年度末アン

ケート実施・誕

生会 

感染症対策委員会 
施設内研修： 

医学・栄養管理 

※ 年間行事については感染対策および感染状況に応じて対応していく。

※ 外出の制限がある場合は、感染対策をして施設内で行える企画を実施する。

（例：お菓子作り、ビデオ鑑賞等）

※ 家族会については、感染状況に応じて対応する。実施できない場合は運営状況の報告及

び満足度アンケート等を書面開催とする。
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令和 6 年度 養護老人ホーム寿光園 事業計画 

１．中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目 

① 利用者支援の基本目標

・「恵仁会理念」「恵仁会職員 10 の心得」を念頭に、福祉に従事する者として基本に忠

実に、尊厳ある適切なケア、支援を提供する。

・日々の生活支援の中で、入居者様の思い、願いをくみとり、スタッフ全員で実現に向

けた取り組みを行う。

・入所者が安定した生活を維持できるよう、本人・家族・ケアマネ等の関係機関と協議

し、個々のニーズに沿った要介護申請及び介護サービス利用に繋げる。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・計画的な面談を実施し、スタッフ個々の不安や悩み、思いや将来像等を把握し、個々

の実践スキルに応じ、職種-職務形態の選択肢の幅を広げることで、まずは離職者の

発生を防ぐ。

・職員紹介制度の内容を確認周知し、職員獲得につなげる。

・施設内の概要及び活動状況をホームページ・SNS 等で発信する。

③ 働きやすい職場環境作り

・基準となる日数の有給休暇を取得できるよう勤務調整を行う。

・全職員が定時退社できるよう、業務の棚卸しを実施し業務内容の見直し等を行って

いく。また、緊急やむ負えない場合の超過勤務については、必ず指示･申請の手続き

を行い、不必要な超過勤務は無くしていく。

・定期的な面談を実施し、入所者・家族、支援する職員間のコミュニケーションなど

悩み事などないか、今の職場が適しているのかなどを聞き取り、適材適所の事業所へ

の異動の検討や職種の変更などを行い、離職率の低い事業所を目指す。

④ 施設・設備の改善

・故障のリスクが高くなっている PC については順次入れ替えを行っていく。

・昨年、施設全体の電灯の LED 化と非常用自家発電設備の設置を行い、大きな設備の

改善は終了しているが、築 11 年目を迎え、エアコンや室内の壁クロス、床の長尺シ

ートの故障・破損等が予想されるので、計画的な補修・修繕ができるよう予算に組み

入れる。

⑤ 入居率、稼働率の向上

・待機者の訪問調査を事前に行い、退所発生後は、早期入所の調整を行う。

・現在の入所者は 4 つの市町村からの措置入所となっているため、行政担当課の職員

と連携を密に取り、待機者確保に向けた情報収集に努める。

・地域包括支援センターとの関わりを大切にし、センター職員との連携により、養護老

人ホーム入所対象者への入所申込みを推進する。

・入所者の重度化防止対策として、定期巡回サービス利用を積極的に推進していく。
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・法人内事業所の介護サービス利用については、年間 7,000 万円を目標とする。

・LINEWORKS により各事業所の入退所状況の情報を発信し、職員間で情報共有し、法

人全体で入所調整に努める。

・水道光熱費や給食費、ガソリン-ガスなどの燃料費の高騰が進む中、施設で取り組む

経費削減策として、エアコンの適切な温度設定、不必要な電灯の消灯、給食委託先業

者の変更等を行っていく。

２．事故発生防止、発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

① BCP（感染や災害への対応力強化）

・定期的な委員会の開催と計画的な研修及び訓練（シミュレーション）を実施する。

・BCP 計画に基づいた業務遂行を基本とし、事業運営を継続する。

・計画の内容については、定期的な見直しを行い、全職員に周知する。

② 事故発生時の適切な対応推進、虐待防止及び身体拘束廃止等への対応強化

・定期的に委員会を開催し、指針の確認と見直しを行う。研修会・勉強会等にも積極的

に参加し、全職員で高齢者虐待、身体拘束のない施設にする。

３．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

４ 花見、誕生会 

避難訓練（自主） 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

笠野原小入学式 

町内会総会 

在宅勉強会 

施設内研修 

５ 

誕生会 虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

笠 之 原 グ ラン ド

ゴルフ大会 

在宅勉強会 

施設内研修 

６ 

誕生会 虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

BCP 机上訓練 

在宅勉強会 

施設内研修 

 ７ 誕生会、ソーメン

流し 

避難訓練（自主） 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会、食

中毒研修 

在宅勉強会 

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

８ 

誕生会、盆供養、墓

参り 

入所者健康診断 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

在宅勉強会 

施設内研修 

９ 

誕生会、彼岸供養 

敬老祝賀会 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会・入 笠 之 原 十 五夜 夏

在宅勉強会 

施設内研修 
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アンケート実施 所 者 居 室 衛 生 検

査 

祭り 

１０ 

誕生会 虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

ふれあいｽﾎﾟｰﾂ大

会 

笠 野 原 小 学校 運

動会 

在宅勉強会 

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

１１ 誕生会 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会、嘔

吐 物 廃 棄 処 理 研

修、ノロウィルス

研修 

笠 之 原 グ ラン ド

ゴルフ大会 

信 和 会 合 同運 動

会 

在宅勉強会 

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

１２ 

誕生会、クリスマ

ス会、墓参り

忘年会 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接

虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

笠 之 原 保 育園 交

流会 

在宅勉強会 

施設内研修 

 １ 誕生会、初詣 

新年会 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会 

BCP 机上訓練 

新年祈願祭 在宅勉強会 

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

 ２ 誕生会、入所者健

康診断、豆まき 

避難訓練（消防署

立会）、虐待防止・

身 体 拘 束 廃 止 委

員会 

在宅勉強会 

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

３ 誕生会、彼岸供養 

虐待防止・身体拘

束廃止委員会、入

所 者 居 室 衛 生 検

査 

笠野原小卒業式 

在宅勉強会 

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

※ 地域との連携活動及び年間行事については、コロナウイルスその他の感染状況に応じ

対応する。
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令和 6 年度 相談支援事業所長寿園あかり事業計画 

１．中期（令和 6 年度～8 年度）重点目標 

① 利用者支援の基本目標

障害者相談支援、障害児相談支援共に対応しており、多種多様なニーズに合わせて、

その方にとっての最善の策を見出せるよう、利用者、家族はもちろんのこと、専門

機関や関係機関と連携を図りながら相談支援を行っていくこととする。

② 人材獲得・人材育成とチームワークの強化

現在配属となっている相談支援専門員それぞれお互いのケースについての情報共

有を行っており、どちらかが不在でも対応可能な体制づくりを継続する。

法人内外問わず、相談支援業務に興味ある方とのご縁に恵まれるよう、事業所とし

て魅力ある職場になるよう工夫し、実践に移していく。

③ 働きやすい職場環境づくり

週に１回の特定会議、毎朝、お互いのスケジュール確認を行っている中で、困難事

例に対する検討や業務上において悩みなど共有し、一緒に考える時間を大切にして

いく。また、いつでもテレワークを活用できる環境調整を行う（家族の感染症罹患

時など）

④ 施設・設備の改善

現状、事業所の老朽化もなく、万全の環境で働けることはありがたいが、相談室が

ないことが課題と考える。日々、相談者が絶えない状況があり、気軽に立ち寄って

いただき、安心して話ができる環境を整えたい。

⑤ 入居率、稼働率の向上（組織持続可能性の確保）

新規介入依頼については、いろいろなところからご紹介いただける状況があり、

今後も、そういったご縁が途絶えることのないよう丁寧な支援を行っていく。

水道光熱費、燃料費、車両費等、経費削減については、今以上の削減は難しいが、

増加しないよう努めていく。

２、事故発生防止、発生時の適切な対応促進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

  日々車両を使用するため、車両管理責任者を明確にし、メンテナンスの強化を 

  行い、運転前の健康チェック（アルコールチェック含む）を徹底し、記録する。 

  事故発生時の連絡先等、万が一に備えて作成し、それぞれの車両に準備する。 

  虐待防止、身体拘束防止等への対応強化については、共生社会推進部門で、研修 

  会を定期的に開催し、学びの機会を設ける。 

  虐待防止、身体拘束、感染症、それぞれのカテゴリー別に担当事業所を決め、 

  研修会進行、書類作成を行い、各事業所周知を図る。 
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３，年間行事計画 

事業所 

行事計画 

防災訓練 

感染症対策 

地域交流 

計画 

職員研修 

計画 

内部監査 

４月 災害時 BCP 

更新 

委員会開催 

報酬改定に 

ついて 

５月 新型コロナ 

BCP 更新 

就学勉強会 

共催 

虐待防止 

身体拘束 

研修（合同） 

６月 研修会主催 

外部講師 

７月 委員会実施 夏祭り 

共催 

８月 自主点検 

９月 非常災害時 

訓練 

感染症 

食中毒 

研修（合同） 

１０月 委員会実施 青空カフェ 

共催 

１１月 現任研修 

１２月 研修会主催 

外部講師 

１月 委員会実施 災害 

研修（合同） 

２月 

３月 卒園式 

共催 
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令和 6 年度 児童発達支援事業所あかり事業計画 

1. 中期（令和 6 年度～8 年度）重点項目

➀利用者支援の基本目標

・児童一人ひとりの発達段階に応じた支援が実施できる。

・支援の実施については、小集団や個別などニーズに応じた療育を行う。

②人材獲得・人材育成とチームワークの強化

・セラピスト（OT・ST・PT のいずれか）の獲得を行い、より個別の課題に応じたプロ

グラムの提案・実施ができる

・児童発達支援管理責任者実践研修を修了し、児発菅業務ができる人員の確保をし、

事業実施に関して精通する職員を増やしていく。

・感覚統合研修、強度行動障害基礎実践研修、ペアレントトレーニングなどの研修へ

の参加とともに実践、また現場へ落とし込むことで、全職員の知識・技術の底上げ

を行う。

・新システムを活用した自主研修の機会を確保し、学びたい時に学べる体制を作る。

③働きやすい職場環境作り

・元気なあいさつ、困っている時に SOS を出しやすい雰囲気を醸成する。

・年末年始以外に有給を含め全職員が 3 日間以上連続した休暇の取得。

・年度末に 1 日、新年度の準備日を設けることで、新年度へスムーズに移行できる体

制を作る。

・新たな請求システムの導入による、実績から請求の流れの簡素化及び業務の効率化

・保護者との情報共有や面談の方法について再考し、保護者にとっても職員にとって

も満足できる体制を作る。

・各職種や役割りの理解により、協力しながらも各専門分野における力を発揮できる

ような体制を作る。

・ハラスメントの研修を実施し、知識を得る、相談先について発信し、勤務形態に関

わらずケアができるようにする。

④施設・設備の改善

・倉庫の玩具等は、劣化などを見極めながら廃棄を積極的におこなうことで、有効活

用できるようにする。

・現在使用しているパソコンの買い替えの実施（1 台）

・在宅ワーク用の mobile ルーターを購入し、リスク軽減に努める。

⑤入居率・稼動率の向上

・令和 4 年度（10.6/日）と同等の稼動率の維持とともに、保育所等訪問支援の人員

と時間の確保をすることで、収入の維持を図る。令和 5 年度は、希望や休みの調整

などで稼働率が１１０％を超えた為、適正運営に努める。

・報酬改定を鑑みながらあかりモデル（サービス提供形態・サービス提供時間）を確
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立する。 

・専門的支援加算が継続して取得できるよう医療職（OT/ST/PT/心理職）の獲得。

・共生型サービスるりちゃん家の利用児とのニーズ整理をおこなうことで、あかり・

るりちゃん家の稼働率の維持・向上を図る。長期休暇時の利用回数増加など、随時

対応。

２．事故発生防止・発生時の適切な対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・入職時及び年に 1 回は虐待防止（身体拘束等廃止）に関する研修を実施することで

知識・対応力の向上を図る。

・安全管理委員における環境チェックやヒヤリハットの拾い上げの実施および、委員

会開催により、事故発生及び労災事故防止につなげる。

・事故発生時に遭遇した各職員が適切に対応できるよう、対応や連絡方法について学

ぶ。（年 2 回）

３．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染

症対策 

地域交流計

画 

職員研修計画 内部監査 

４
月

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

（障害分野合

同） 

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

５
月

保護者研修会 

・就学前勉強会

虐待・身体拘束

廃止研修 

（委員会主催） 

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

ＷＩＳＣ研修 

６
月

火災時避難訓練 

保護者研修会 

・就学前勉強会

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

相談あかり主催 

研修参加 

７
月

保護者研修会 

・就学前勉強会

（保護者の話） 

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

（障害分野合

同） 

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

感覚統合研修 

８
月

夏まつり 保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

実施 
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９
月

ペアレントトレ

ーニング 

火災避難訓練 

感染症防研修 保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

感染症ＢＣＰ訓

練（新型コロ

ナ） 

強度行動障害基

礎研修 

１
０
月

ペアレントトレ

ーニング 

ハロウィン

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

（障害分野合

同） 

あおぞらカ

フェ

児発管実践研修 

１
１
月

地震発生時日念

訓練 

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

強度行動障害実

践研修 

１
２
月

クリスマス会 保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

１
月

地震発生時避難

訓練 

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

（障害分野合

同） 

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

非常災害時ＢＣ

Ｐ研修 

２
月

保育所等訪

問支援事業

所連絡会 

３
月

修了式 

※委員会等法令にて義務化のものは、障害分野事業所合同で実施していく。司会・書記は

輪番制とする。
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令和 6年度 放課後等デイサービス事業所あかりキッズ事業計画 

１． 中期（令和 6年度～8年度）重点項目 

新規事業所として利用者の個を尊重し「生活をする力・社会で暮らす力・コミュニケ

ーション力を育む」をコンセプトに支援を行っていく。また個別支援計画において

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関

係・社会性」を明確にしたうえでのサービス提供の実施。 

① 利用者支援の基本目標

・新規事業所として利用者の個を尊重し「生活をする力・社会で暮らす力・コミュ

ニケーション力を育む」をコンセプトに支援を行っていく。

② 人材獲得・育成とチームワークの強化

・個別サポート要件でもある基礎研修修了者を１名以上新規で計画する。

・不登校児に対応する準備を開始し、教育機関との連携を図る仕組みづくりに努め

る

③ 働きやすい職場環境づくり

・定時出社・退社、有給取得（年６日以上計画的）職員の些細な変化にも声をか

け、良好な職場環境を築く。職員の良いところ５つ以上を共有する。

④ 施設・設備の改善

静と動を区分けした環境での支援について理想とした環境設備が整っている。天

井からのスリングなどは常に点検し事故防止に努める。

⑤ 稼働率の向上

学校との連携を図り、放課後等デイサービスの役割を構築し利用者支援を担い信

頼関係構築に努め、稼働率向上に貢献していく。

定員管理に努める１０名平均

２． 事故発生防止、発生時の敵瀬棚対応推進、虐待防止（身体拘束含む）等への対応強化 

・入職時及び年に 1回は虐待防止（身体拘束等廃止）に関する研修を実施することで

知識・対応力の向上を図る。

・安全管理委員における環境チェックやヒヤリハットの拾い上げの実施および、委員

会開催により、事故発生及び労災事故防止につなげる。

・事故発生時に遭遇した各職員が適切に対応できるよう、対応や連絡方法について学

ぶ。（年 2回）
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３． 年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染

症対策 

地域交流計

画 

職員研修計画 内部監査 

４
月

開所式 感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

５
月

保護者研修会 虐待・身体拘束

廃止研修 

（委員会主催） 

笠之原カフ

ェ 

６
月
月

火災時避難訓練 

保護者研修会 

７
月

保護者研修会 

・就学前勉強会

（保護者の話） 

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

感覚統合研修 

８
月

夏まつり 笠之原カフ

ェ 

実施 

９
月

火災避難訓練 感染症防研修 感染症ＢＣＰ訓

練（新型コロ

ナ） 

強度行動障害基

礎研修 

１
０
月

ハロウィン 感染症 

虐待・身体拘束 

あおぞらカ

フェ

児発管実践研修 

１
１
月

地震発生時日念

訓練 

強度行動障害実

践研修 

１２月 クリスマス会

１
２
月

地震発生時避難

訓練 

感染症 

虐待・身体拘束

廃止委員会 

非常災害時ＢＣ

Ｐ研修 

２月

３ 卒業式（仮） 
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令和６年度高齢者等訪問給食サービスセンター事業計画 

１．基本方針及び運営理念 

１）基本方針

在宅高齢者の毎日の食の安心を満たし、安否確認及び健康状態の把握により、家族

ケアマネージャー 福祉行政との連携を行う。

在宅で生活していく高齢者の自立と主体的生活の一助となるよう職員全員が意識を

持ち取り組んでいく。 

２）運営理念

①在宅での低栄養を防ぐようメニューを充実し安心して食してもらえるよう工夫する。 

②利用者の体調異変に留意し安否確認を行い家族や関係各所と連携を図る。

③安全運転に努める。

④集団食中毒・異物混入を防ぐため衛生管理の徹底。

２．令和６年度年間目標 

①利用者満足度向上への取り組みと安否確認

目標：配食を通じて低栄養と不安感の解消を図る。

・季節感を味わえるよう旬の食材を使い安心・安全でおいしい食事を提供する。

・行事食（おはぎ・巻き寿司・ひなちらし等）を通じ食の楽しみを感じて頂く。

・配食時の安否確認と声かけを通じ利用者様の不調時や相談事への対応行う。

②安全運転に努める

目標：無事故 無違反

・交通安全研修等通じ安全意識を高める。交通法規の遵守。

・毎朝の健康管理と就業前・後のアルコールチェック。

・毎朝タイヤ点検 毎週月曜日車輛点検。

・定期点検（ブレーキ タイヤの摩耗 オイル交換）

③集団食中毒・感染症・異物混入を防ぐ

目標：利用者様に安心してお弁当を食して頂けるよう衛生管理を行う。

・大量調理マニュアルに沿って調理工程を進める（温度管理と管理表記入の徹底）。 

・毎月全職員検便検査実施。

・出勤時の健康チェック。調理場入室前の服装、毛髪チェック。

・外部業者による害虫駆除（毎月）厨房清掃（７月・１月）

３.働きやすい職場環境作り

(1)職員の健康管理

・毎朝対面での健康チェック。年１回の健康診断とストレスチェック。

91



・職場環境の把握と改善、労働時間の適正管理、職員の相談対応等行うことでメンタル

ヘルスケアに努める。

（2）ハラスメント対策 

・研修を受講し正しく理解し意識を高めることでハラスメントが起こりにくい職場、

相談しやすい環境を作る。相談窓口の周知。

（3）労務管理 

・配達コース、調理工程を見直し業務改善を図り定時出退社に努める。

・介護、育児等状況に合わせて休暇取得できるよう協力しあい調整することで

働きやすい職場作りに努める。

３．物価高騰対策 

・燃料費 走行ルートが重複しないよう見直し。配食時エンジン停止(7～10月除く)

・食材費 食材ロスを減らす（カット済食材の活用、食材・調味料の必要量使用の

徹底等）。高騰食材の代用品検討。食用油使用を控えた調理工程。 

・水道光熱費 水・ガス必要量使用の徹底。

エアコン設定温度 夏：28℃ 冬：20℃

５．年間行事計画 ＊在宅勉強会・害虫駆除・調理、配達ミーティング 毎月実施 

 ＊給食サービスセンター会議 偶数月実施 

事業所行事計画 防災計画・感染症対策 地域交流計画 

４月 事業計画・BCP確認 

５月 虐待防止委員会 

お楽しみ弁当 

６月 食中毒勉強会 道路清掃作業 

７月 うなぎ弁当 厨房清掃 

８月 お盆弁当 

虐待防止委員会 

消火器点検 道路清掃作業 

９月 敬老弁当 

おはぎ弁当 

１０月 食中毒勉強会 道路清掃作業 

１１月 お楽しみ弁当 

虐待防止委員会 

１２月 クリスマス弁当

交通安全研修 

インフルエンザ予防接種

１月 おせち弁当 

七草粥 

厨房清掃
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２月 巻き寿司 

虐待防止委員会 

消火器点検 

３月 ひなちらし弁当 

ぼたもち弁当 
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令和 6 年度ウィズ下祓川・桜ヶ丘市営住宅 事業計画 

１ 基本方針 

１） 高齢者世話付市営住宅に居住する高齢者・障害者に対し、生活指導及び相談、安

否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応、関係機関との連絡、その他日常生活上必

要な援助等のサービスを提供することにより、当該入居者が自立して安全かつ快適な

生活を営むことができるよう、在宅での生活を支援する。 

・生活援助理念

１）一人ひとりの入居者が心豊かな暮らしを送れるように、入居者本位の立場から

法人内・他関係機関と連携し、入居者に最適なサービスを提供する。

２）専門的知識を生かし、豊かな感性と的確な判断力を培い、入居者一人一人の生活リ

ズムの把握や心身状態の変化に気づく。 

2．6年度年間目標 

１）地域交流会・介護予防運動への積極的参加を促し、心身のリフレッシュを心掛け機

能低下を予防する。 

２) 生活ニーズの把握に努め、見守りや声かけにより安心できる自立支援へと繋げる。 

３）苦情・インシデントの把握に努め、良質なサービスを提供する。

3．働きやすい職場環境つくり 

１）「お互い様です」をモットーに 気持ちよく言い合える。 

2) ウィズ下祓川との情報共有を定期的に行い、円滑なコミュニケーションを取り良好

な関係性を築く。

4．物価高騰対策 

1）必要経費等の購入は、なるべくまとめて交通費等の削減につなげる。

2) コピー用紙の裏紙も活用し、リサイクルに努める。

3）ガソリン代削減（車に頼らない生活心掛ける⇒近場移動なるべく徒歩）

５．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 

４ 月 ～

翌３月 

・体操教室・町内会交流会

参加声かけ

・メールでの配信情報を

元に入居者に資料等を用

い周知徹底させる 

映写会（夏休み） 

9月・3月 生活情報機器点検  
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令和６年度 池田保育園事業計画 

保育理念『すべては子どもの笑顔のために』 

１．年間目標 

① 虐待と不適切な保育の防止対策

新聞やテレビで度々報道されているが、保育者の言動や態度、園児を取り巻く環境

を改めて注視する。

虐待防止については、受け入れ時や着替え時などに、身体などを見て心身ともに

健康な状況であるかを確認する。

不適切な保育については、一人一人の子どもを尊重しながら関わり、園児に対する

言葉使いや適切な保育が行えるよう保育者の人材研修を行う。

全国保育士会が主催する「保育所における人権擁護のためのセルフチェックリス

ト」を毎年二回、全職員で行う。

日々の保育計画や振り返りの中で不適切な保育がないか見直し、余裕をもって子

ども達と関われるように職員の体制にも配慮する。 

② 重大事故の防止

午睡時の呼吸・表情チェック体制は、各部屋に専属職員を配置し SIDS および窒息

防止に努める。チェック間隔は０歳児５分、１～２歳児１０分を厳守するために、

バイブ式のキッチンタイマーをチェック担当が携帯し、基準値である６０LUX を下

回らないよう部屋の明るさは７０LUX 以上の明るさで園児の顔色チェックも行う。

毎月の避難訓練は、訓練責任者を全職員の持ち回りとし、全職員が非常時に対応で

きるよう準備する。そのうち２回は、消防署と連携を取り保育園全体の総合訓練を

行う。

年二回の不審者訓練を行い、そのうち一回は警察官を招き指導してもらう。

散歩は十分な職員配置が可能な場合に敷地内で行い、交通事故の防止に努める。

水遊びは園児の発育状況別に行い、監視役担当は園児から離れ、監視役に専念する

送迎時間帯の合同保育は、0 歳児の動きと 1.2 歳児の動きが違うため、お互いにケ

ガや事故のないようにする。

園独自の重大事故防止の内容を保護者に配布し、共有する。

園児の出欠状況や体調確認は朝礼時に全職員と確認する。いつもの時間に来ていな

い園児については１０時まで待ち連絡がないようであれば電話連絡をする。

③ 感染対策の徹底

感染症対策マニュアルを参考にしながら全職員が対応できるよう職員会議で周知

する。

１日２回の全体清掃を確実に行い、清掃時の換気は時間をかけて十分に行う。

嘔吐物・便の処理を行う際は使い捨て手袋とエプロンを着用し、感染園児の処理を

行う際も使い捨てエプロンを使用する。
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大隅感染症情報を毎週チェックし、必要に応じて保護者への配布や注意喚起を促す 

園児に感染者が発生した場合には、感染拡大防止のため掲示板にて周知するととも

に、感染者の登園停止期日を厳守する。 

登園時の体調チェックを念入りに行う事や、保護者への注意喚起の内容を配信こま

めに行う。 

④ 食育・アレルギー対応

季節に合わせた園児が楽しめる給食を提供する。

献立配信システム会社の管理栄養士と密に連絡し、衛生・アレルギー対応を行う。 

入園前・進級時の食育面談は、必ず主任保育士・担任が行い食育状況を確認する。 

1 ケ月毎に家庭での食材アレルギー調査を行い、必要に応じて主任保育士または担

任が面談を行う。

アレルギー対応園児の使用する食器は、他の園児が使用する物と色を変え、可能な

限りテーブルを分けて喫食する。 

検食時にアレルギー除去食の確認を調理員と確認し、配膳の際には検食者と保育者

で確認をする。 

⑤ 人材育成

職員個々の職責に合わせた外部研修を実施する。

常勤保育士⇒中堅保育士のマネジメント研修（６～８月）

非常勤保育士⇒保育士キャリアアップ研修（７～９月）

保育士以外の職員⇒子育て支援員研修（１０～１２月）

主任保育士⇒企業主導型保育安全研修（１２～１月）

施設長⇒企業主導型保育施設長研修（７～８月）

大きな行事の際は半日休園にし、施設長もしくは外部講師による職員研修を行う

毎月第三土曜日は 15 時閉園とし、職員会議、外部研修に参加した職員による、研

修内容の発表を行う。

⑥ 園児の確保

保護者と良好な信頼関係を築き、継続して利用して頂けるよう努める。

園児の兄弟・親戚も楽しめる行事を行い、池田保育園を紹介して頂けるよう努める。 

連携企業を増やし園児を確保するとともに、地域枠での受け入れ可能数を拡大する。 

令和５年 7/1 より、恵仁会スタッフの保育料引き下げを行うことで育児休暇中のス

タッフの見学が増加した。定員１２名のうち恵仁会職員の利用枠は２名であるが、

目標を３名とし、急な退職や転勤時に枠が空かないようにする。 

２．園児数の予測と行事計画 

① 4/1 月時点での園児（1/10 予測）

０歳児・・・０名

１歳児・・・４名
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２歳児・・・３名 

② 新規獲得目標

４月０歳児１名 ５月０歳児２名 ８月０歳児１名ずつ確定

４月の時点で４名の入園は確定しており、残りの１名は 1 月～２月上旬に発表され

る認可保育園の当選状況を見て入園を確定していきたい。更なる収益増化のため年

度途中、2 歳児が満３歳になった時点で認可保育園や私立幼稚園への転園を進め 0

歳児との入れ替えを行っていきたい。

③ 行事計画

４月  入園・進級式 

５月  保育参観 

７月  内科健診 

プール開き 

１０月 歯科検診 

１２月 クリスマス会(保護者参加)

１月  内科健診 

３月  お別れ会(保護者参加) 

毎月  身体測定（１０日）・避難訓練（２０日）・お誕生日会（最終金曜） 

※毎月 2 回、体幹を使った運動遊びを行っていたが、担当していた講師が新天地で活

躍することが決まり１月いっぱいで終了となる。今後の子ども達の身体の発育と

発達のためにも新しい講師を探す。
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１１月

令和６年度　長寿園勉強会

日　時 内　容 担　当

４月

５月

吉　井

上　船

看取り支援について

看護師

安全管理委員長

ケアマネ

認定看護師

小中原

芝原・西村

感染症及び食中毒の予防と蔓延防止について(在宅合同）

高齢者虐待防止法と身体拘束廃止（在宅合同）

６月

７月

８月

９月

１０月

高齢者虐待防止法と身体拘束廃止

認知症ケアについて（在宅合同）

感染症及び食中毒の予防と蔓延防止・机上訓練

事故発生・再発予防（在宅合同）

個人情報保護・倫理・法令順守

※感染症予防のガウンテクニックについては、職員会議内にて実施。

ハラスメント・交通安全研修(在宅合同）

褥瘡予防対策について

自然災害(リスク管理）に関する机上訓練

医療に関する教育・研修

外部講師

認定看護師

小出水

看護師３月

１２月

１月

２月

98



日程 内容 入所 通所
小規模

訪問
居宅 講師

資料準備

アシスタント
スタイル

４月中 事業所内にて法令遵守・接遇と今年度事業計画 〇 〇 〇 〇 管理者 各管理者 G

①認知症ケアについて 〇 〇 〇 〇 特養合同

②認知症サポーター養成講座 講義

6月25日
高齢者虐待防止法と身体拘束廃止指整備

1-1）マニュアル整備・更新

2回以上

採用時

2回以上

採用時

2回以上

採用時
管理者 小中原 G

7月23日 事故発生の防止・指針見直しについて 2回以上 〇 〇 吉井
安全管理

副委員長
特養合同

8月27日
自然災害BCPについて

1-1）マニュアル見直し・更新
2回以上 2回以上 2回以上 管理者 各管理者 G

9月24日
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止について

1-1）業務継続・まん延防止訓練

2回以上

採用時

2回以上

採用時

2回以上

採用時
認定ナース 熊部 特養合同

10月22日
高齢者虐待防止法と身体拘束廃止指整備

1-2）権利擁護について

2回以上

採用時

2回以上

採用時

2回以上

採用時
〇 小中原 平石 特養合同

11月26日 個人情報保護・情報セキュリティーについて 〇 〇 〇 図師 川尻 ZOOM

12月24日 交通安全・防犯について 〇 〇 〇 鹿屋警察 古川 ZOOM

1月28日 ハラスメント・苦情対応防止対策 〇 〇 〇 総務課 原田 ZOOM

2月25日
感染症及び食中毒・自然災害BCPについて

1-2）シミレーション・マニュアル机上訓練

2回以上

採用時

2回以上

採用時

2回以上

採用時
小出水 原田 特養合同

3月25日 介護予防と入浴介助支援について 〇 上薗PT 山元 ZOOM

令和6年度　在宅支援課　勉強会

毎月第4火曜日
※感染症対策に講じた方法で実施。※

✿祝日やイベントの日には開催日を変更する

✿外部講師の活用により内容が変更する場合がある

✿G（グループワーク、事業所単位研修）は事業所間で資料に沿ってグループワーク

※上記研修は介護職員資質向上を目的とする

※講師は業務時間外ならば時間外指示とする

※各事業所管理者より出席を指示された場合は管理者の指示に従うものとする

※必須項目を欠席する場合には欠席届を提出し後日議事録を確認する事

※研修報告書は各事業所でまとめ時間の都合で出席出来なかった職員へ伝達を行う

※救急蘇生法については長寿園合同で開催予定

※ケアコールセンターはヘルパーステーション鹿屋長寿園計画に沿う]

※Gの場合の議事録は事業所単位で課長まで提出（メール可）

5月28日 上船 寒水

未履修者のみ
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